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【用語解説】 

 
    本資料を取りまとめるに当たって用いた「地域を表す用語」の概念は以下のとおりとした。 

①「福岡県」＝福岡県全体 

②「佐賀県」＝佐賀県全体 

③「関係市町」及び「本地域」＝以下の 20 市町 

 ［福岡県側］ 

  大牟田市
お お む た し

、久留米市
く る め し

（旧久留米市、旧三潴郡
み づ ま ぐ ん

城島町
じょうじままち

、旧同郡三潴町
み づ ま ま ち

）、柳川市
や な が わ し

（旧柳川

市、旧山門郡
や ま と ぐ ん

大和町
や ま と ま ち

、旧同郡三橋町
みつはしまち

）、八女市
や め し

（旧八女市）、筑後市
ち く ご し

、大川市
お お か わ し

、みやま市
し

（旧山門郡瀬高町
せ た か ま ち

、旧同郡山川町
やまかわまち

、旧三池郡
み い け ぐ ん

高田町
た か た ま ち

）、三潴郡大木町
お お き ま ち

 

 ［佐賀県側］ 

  佐賀市
さ が し

（旧佐賀市、旧佐賀郡
さ が ぐ ん

諸富町
もろどみちょう

、旧同郡大和町
やまとちょう

、旧同郡川副町
かわそえまち

、旧同郡東与賀町
ひがしよかちょう

、

旧同郡久保田町
く ぼ た ち ょ う

）、鳥栖市
と す し

、多久市
た く し

、武雄市
た け お し

（旧杵島郡
き し ま ぐ ん

北方町
きたがたまち

）、小城市
お ぎ し

（旧小城郡
お ぎ ぐ ん

小城町
お ぎ ま ち

、

旧同郡三日月町
み かつ きちょ う

、旧同郡牛津町
うしづちょう

、旧同郡芦刈町
あしかりちょう

）、神埼市
か ん ざ き し

（旧神埼郡
かんざきぐん

神埼町
かんざきまち

、旧同郡

千代田町
ち よ だ ち ょ う

）、神埼郡吉野ヶ里町
よ し の が り ち ょ う

（旧神埼郡三田川町
み たが わちょ う

、旧同郡東背振
ひがしせふり

村
そん

）、三養基郡
み や き ぐ ん

上峰町
かみみねちょう

、

同郡みやき町
ちょう

（旧三養基郡中原町
なかばるちょう

、旧同郡北茂安町
きたしげやすちょう

、旧同郡三根町
み ね ち ょ う

）、杵島郡大町町
おおまちちょう

、

同郡江北
こうほく

町
まち

、同郡白石町
しろいしちょう

（旧白石町、旧福富町
ふくどみまち

、旧有明町
ありあけちょう

） 

④「本地区」＝筑後川下流土地改良事業の受益地 

 

＜概 念 図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜関係市町の合併状況＞ 
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第１章 事業の概要 

１．事業の目的と背景 

（１） 自然的・社会的立地条件 

①  地勢 

本地区は、筑後川下流部の有明海に面した

筑紫
つ く し

平野に位置しており、大牟田市
お お む た し

、久留米市
く る め し

（旧久留米市、旧城島町
じょうじままち

、旧三潴町
み づ ま ま ち

）、柳川市
や な が わ し

（旧柳川市、旧大和町
や ま と ま ち

、旧三橋町
みつはしまち

）、八女市
や め し

、

筑後市
ち く ご し

、大川市
お お か わ し

、みやま市
し

（旧瀬高町
せ た か ま ち

、旧

山川町
やまかわまち

、旧高田町
た か た ま ち

）、大木町
お お き ま ち

の福岡県７市１町

と、佐賀市
さ が し

（旧佐賀市、旧諸富町
もろどみちょう

、旧大和町
やまとちょう

、

旧川副町
かわそえまち

、旧東与賀町
ひがしよかちょう

、旧久保田町
く ぼ た ち ょ う

）、鳥栖市
と す し

、

多久市
た く し

、神埼市
か ん ざ き し

（旧神埼町
かんざきまち

、旧千代田町
ち よ だ ち ょ う

）、

上峰町
かみみねちょう

、みやき町
ちょう

（旧中原町
なかばるちょう

、旧北茂安町
きたしげやすちょう

、

旧三根町
み ね ち ょ う

）、吉野ヶ里町
よ し の が り ち ょ う

（旧三田川町
み たが わちょ う

、旧

東脊振村
ひがしせふりそん

）、小城市
お ぎ し

（旧小城町
お ぎ ま ち

、旧三日月町
み かつ きちょ う

、

旧牛津町
うしづちょう

、旧芦刈町
あしかりちょう

）、武雄市
た け お し

（旧北方町
きたがたまち

）、

大町町
おおまちちょう

、江北町
こうほくまち

、白石町
しろいしちょう

（旧白石町、旧福富町
ふくどみまち

、

旧有明町
ありあけちょう

）の佐賀県６市６町の、合わせて 13

市７町にまたがっている。 

本地区の位置する筑紫平野は、筑後川、福

岡県側の矢部川、佐賀県側の城原川、嘉瀬

川、六角川等の沖積作用の影響を受けたデルタ地帯である。 

筑紫平野の生成は、筑後川をはじめとして矢部川、嘉瀬川、六角川等の諸河川からの土

砂運搬作用、河口感潮部における浮泥の凝集沈殿作用及び有明海特有の大きな干満作用に

よって発達したものである。古代の弥生中期約 2,000 年前の推定海岸線から推測すると、

陸化速度は 100 年間に約１km の割合となっており、この造陸運動は現在も続いている。 

その後、特に江戸時代以降は、各藩の殖産興業のため干拓事業が盛んにおこなわれるよ

うになり、さらに昭和になって大規模な干拓により、有明海沿岸の前線を包む堤防が整備

されて、ほとんど勾配を持たない魚鱗状に広がる干拓地が形成されてきた。 

本地区は、全国有数の農業地帯であり、水稲を中心に水田の畑利用及び畑における野

菜作等を組み合わせた複合経営を展開している。 

 

  

図 1-1 位置図 

出典：国営かんがい排水事業筑後川下流地区 事業誌 
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  ② クリークの形成と淡水（アオ）取水 

「クリーク」は、有明海の干潮時に干潟の中を沖へ向かって流れる陸からの水が流れる

水道（みお筋）が干陸化によって内陸に取り込まれ次第に大きく深く掘り込まれて、これ

が「流れ堀」と言われる幹線水路の役割を果たすようになったものである。また、クリー

クが発達し、人の手によって整備されるようになると、「流れ堀」から水を引き入れてかん

がい用水を貯留する「貯水堀」と呼ばれる支線的なクリークが掘られ、クリークが網の目

のように張り巡らされていった。 

一方、筑後川は、本地区の最も底部に位置し、河床が低いため、この川から取水するこ

とは地形上困難であった。平野の拡大とともに増大する用水量に対し、クリーク（貯水堀）

に雨水、河川水、淡水（アオ）を一時貯留することで、用水不足を賄ってきた。干拓地は

ほとんど勾配を持たない低平地であるため、「クリーク」と「淡水（アオ）取水」は、これ

らの地形的矛盾を解決すべく考え出された先人の偉業ともいうべき特異な水利システム

である。 

 

   
筑後川河口部に見られるみお筋

．．．
 「クリーク」を中心とした集落形成と暮らし 

出典：国営かんがい排水事業筑後川下流地区 事業誌 

図 1-2 筑紫平野の成り立ち 

出典：国営かんがい排水事業 筑後川下流地区 完工記念 筑後川下流事業のあゆみ 
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有明海は干潮時と満潮時の差が６ｍ程度に達し、満ち潮とともに下流から海水が河川

を遡上する。淡水（アオ）取水とは、河川水が表層に押し上げられる現象を利用した本

地域独特の取水方法である。この方法は潮位や塩分濃度に影響を受けやすく、限られた

時間内で多量の取水を行わなければならず、管理には多くの労力と技術が必要とされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

図 1-3 淡水（アオ）取水のしくみ 

出典：国営かんがい排水事業 筑後川下流地区 完工記念 筑後川下流事業のあゆみ 

経験に則してクリークに取り入れる水の塩分濃度を確かめ、ゲートの開閉を判断していた 

淡水（アオ）取水のしくみ 
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  ③ 交通 

本地区の東西を長崎自動車道、国道 34 号線、ＪＲ長崎本線、南北を九州自動車道、国道

３号線、九州新幹線、ＪＲ鹿児島本線、西鉄天神大牟田線が走っている。 

また、南部には首都圏と東アジアの主要都市を結ぶ九州佐賀国際空港や、有明海に沿う

ように有明海沿岸道路（地域高規格道路）が整備（39.2km 開通）されている。 

さらに、西九州新幹線が令和４年に開業（武雄温泉～長崎間 66.0km）するなど、交通の

利便性に恵まれた条件を有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国土交通省有明海沿岸国道事務所ホームページ 

図 1-4 広域道路ネットワーク計画図 
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（２） 事業化の経緯 

  ① 事業の目的と背景 

本地区は、有明海に面した筑紫平野にまたがる水田を中心とした約 40,000ha の地域で、

水稲を中心に、水田の畑利用及び畑における野菜作等を組み合わせた複合経営を展開する

全国有数の農業地帯である。 

本地区のかんがい用水は、矢部川等地区内河川及びクリークによる反復利用や淡水（ア

オ）取水に依存していたが、河川の流域が狭小で自流量に乏しく、さらに不安定な淡水（ア

オ）取水等用水の確保に支障をきたしていた。また、排水施設の未整備やクリークの満水

管理による排水不良、不規則に分布するクリークによる農地の分断に伴う近代的農業経営

への阻害のほか、白石地域では地下水依存度が高く、揚水による地盤沈下が進行するなど

の問題を抱えていた。 

本事業は、筑後川及び嘉瀬川ダム（特定多目的ダム）に水源を確保し、大規模な用排水

系統の再編により、導水路、幹線用水路、用排水兼用水路を新設し、淡水（アオ）取水の

合理化や農業用水の安定供給及び排水不良の解消、白石地域における地下水取水からの水

源転換による地盤沈下を防止することを目的として実施したものである。 

併せて、関連事業により、末端用排水施設の整備やほ場整備を実施することにより営農

の合理化・複合化を促進し、生産性の向上と農業経営の安定を図るものである。 

 

  ② 事業の経緯 

本事業は、昭和 35 年度から基礎調査を開始し、39 年度には九州農政局筑後川水系農業

水利調査事務所を開設して本格的に調査を開始した。昭和 45 年度から直轄調査、47 年度

から全体実施設計を行い、51 年度に工事を着手した。その後、昭和 54 年度、平成 7年度、

17 年度と３回の計画変更を行い、21 年度に筑後大堰掛りを施設完了するに至った。その

後、残された佐賀西部地域嘉瀬川ダム掛かりの施設完了を平成 30年度に迎えた。 

 

事業実施に当たっては、福岡・佐賀両県にまたがる広大な事業の促進を図るため、白石

地域に係る導水路等を特別会計「筑後川下流白石地区」（昭和 55 年３月事業計画確定、「国

営筑後川下流白石土地改良事業」、昭和 54 年～平成 11 年）として分割するとともに、筑後

導水路、佐賀西部導水路他２路線を水資源機構（当時、水資源開発公団）へ事業の継承（昭

和 55 年 10 月、「水資源機構筑後川下流用水事業」、昭和 54 年～平成９年）を行った。 

その後、平成 12 年、六角川河口堰から取水する計画が関係者間の合意に至らず見直さ

れ、嘉瀬川ダムの用水を、佐賀西部導水路を経由し、直接白石地区へ送水する新たな「国

営筑後川下流白石平野土地改良事業」（平成 13 年２月事業計画策定、平成 12 年～平成 26

年）が実施された。 
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出典：国営かんがい排水事業 筑後川下流地区 完工記念 筑後川下流事業のあゆみ 

【用排水系統の再編成】 

【用水の安定供給】 

【地盤沈下の防止】 

周辺の地盤が沈下し基礎杭が露出（白石地域） 

【排水の改良】 
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（３） 本事業の概要 

本事業の概要は以下のとおりである。 

 

表 1-1 事業概要 

項    目 内     容 

事 業 名 国営かんがい排水事業 

地 区 名 筑後
ち く ご

川
がわ

下流
かりゅう

地区 

関係市町 

【福岡県：７市１町】 

大牟田
お お む た

市
し

、久留米
く る め

市
し

（旧久留米市、旧城島町
じょうじままち

、旧三潴町
み づ まま ち

）、 

柳川市
や な がわ し

（旧柳川市、旧大和町
や ま とま ち

、旧三橋町
みつはしまち

）、八女市
や め し

、筑後市
ち く ご し

、大川市
お お かわ し

、 

みやま市（旧瀬高町
せ た かま ち

、旧山川町
やまかわまち

、旧高田町
た か たま ち

）、大木町
お お きま ち

 

【佐賀県：６市６町】 

佐賀市
さ が し

（旧佐賀市、旧諸富町
もろどみちょう

、旧大和町
やまとちょう

、旧川副町
かわそえまち

、旧東与賀町
ひがしよかちょう

、旧

久保田町
く ぼ た ち ょ う

）、鳥栖市
と す し

、多久市
た く し

、神埼市
か ん ざき し

（旧神埼町
かんざきまち

、旧千代田町
ち よ だ ち ょ う

）、 

上峰町
かみみねちょう

、みやき町
ちょう

（旧中原町
なかばるちょう

、旧北茂安町
きたしげやすちょう

、旧三根町
み ね ちょ う

）、 

吉野ヶ里町
よ し の が り ち ょ う

（旧三田川町
みたがわちょう

、旧東脊振村
ひがしせふりそん

）、小城市
お ぎ し

（旧小城町
お ぎ ま ち

、旧三日月町
みかつきちょう

、

旧牛津町
うしづちょう

、旧芦刈町
あしかりちょう

）、武雄市
た け お し

（旧北方町
きたがたまち

）、大町町
おおまちちょう

、江北町
こうほくまち

、 

白石町
しろいしちょう

（旧白石町、旧福富町
ふくどみまち

、旧有明町
ありあけちょう

） 

受益面積 40,899ha（計画時点、平成 13年） 

事業期間 昭和 51 年度～平成 30 年度（完了公告 令和元年度） 

総事業費 1,883 億円（決算額） 

主要工事 

 揚水機場３箇所 

導水路 27.8km、幹線水路（土水路、護岸水路、管水路）208.2km 

排水水門 20 箇所、制水工２箇所 

 

  

出典：国営筑後川下流土地改良事業変更計画概要書 

筑後川下流農業水利事業 事業成績書 
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本事業は、昭和 51年度の確定以降、社会情勢の動向、地域農業の変更等を踏まえ、昭和

54 年度、平成７年度、17 年度と 3回の計画変更を行っている。なお、計画変更の概要は以

下のようになっている。 

 

表 1-2 計画変更の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総事業費 49,000 百万円 60,300 百万円 124,000 百万円 184,000 百万円

計画確定年度 昭和51年度 昭和54年度 平成７年度 平成17年度

受益面積 54,380 ha 54,380 ha 44,800 ha 40,899 ha

用水改良 46,230 ha 49,710 ha 43,690 ha 40,308 ha

排水改良 (49,710) ha (49,710) ha (43,690) ha (9,623) ha

畑かん 8,150 ha 4,670 ha 1,110 ha 591 ha

区画整理 (36,880) ha (36,880) ha (37,140) ha (30,471) ha

土地利用計画

主要工事 揚水機場 20 箇所 揚水機場 19 箇所 揚水機場 5 箇所 揚水機場 3 箇所

取入水路 4.3 km 取入水路 4.1 km 導水路 21 km 導水路 27.8 km

導水路 78.2 km 導水路 65.2 km 幹線水路 195 km 幹線水路 208.2 km

幹線水路等 203.4 km 幹線水路等 177.8 km 排水水門 20 箇所 排水水門 20 箇所

排水水門 24 箇所 排水水門 20 箇所 制水工 2 箇所

工期 着手 昭和51年度 着手 昭和51年度 着手 昭和51年度 着手 昭和51年度

完了予定 昭和61年度 完了予定 昭和66年度 完了予定 平成13年度 完了予定 平成23年度

出典：筑後川下流農業水利事業　事業成績書

注１：受益面積の（　　　）は重複面積、区画整理は関連事業

項目 当初計画 第1回計画変更 第2回計画変更 第3回計画変更

(ha)

現況 計画

水田 50,330 46,230

輪換耕地(畑) -     3,480

普通畑 1,220 1,220

樹園地 3,450 3,450

その他 -     620

計 55,000 55,000

(ha)

現況 計画

水田 50,330 49,710

普通畑 1,220 1,220

樹園地 3,450 3,450

その他 -     620

計 55,000 55,000

(ha)

現況 計画

水田 45,550 43,690

普通畑 540 540

樹園地 570 570

その他 -     1,860

計 46,660 46,660

(ha)

現況 計画

水田 41,603 40,308

普通畑 516 516

樹園地 75 75

その他 -     1,295

計 42,194 42,194
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（４） 関連事業の概要 

本事業の関連事業には、国営（農水省・国交省）事業、水資源機構事業、県営事業等が

ある。 

県営事業には、ほ場整備事業、かんがい排水事業、地盤沈下対策事業等がある。県営ほ

場整備事業では、区画整理にあわせ必要な区域において暗渠排水工を施工し、耕地の汎用

化を行っているとともに、国営幹線水路と一体的に施工することで、クリークの統廃合を

合理的に実施している。 

      表 1-3 関連事業 

受益面積 進 捗 率

（ha） （％）

国

(農林水産省)

国

(農林水産省)

国

(農林水産省)

出典：国営かんがい排水事業筑後川下流地区　事業誌

　　　国営かんがい排水事業　筑後川下流白石平野地区　評価書基礎資料

　　　国営筑後川下流土地改良事業変更計画書

　　　国営事業に附帯する関連事業の事業管理調書（令和６年度版）

　　　国営かんがい排水事業に附帯する関連事業の事業管理調書（令和５年度版）

　　　県営地盤沈下対策事業佐賀中部地区路線別決算表

県営農業競争力強化基盤

整備事業
県 1 Ｈ23～Ｒ７ 79 918 89.3

県

県営農業競争力強化基盤整備事

業(水利施設整備事業)
県 3 Ｈ23～Ｒ７ 1,267 5,380 74.6

4,630 100.0

県営農村活性化住環境整

備事業
県 1 Ｈ５～Ｈ12 54 1,899 100.0

低コスト化水田整備事業 県 1 Ｈ４～Ｈ13 287

98.32県営地盤沈下対策事業

100.0

98.4

100.0

100.0

100.0

68.2

100.0

15,535

95

53,457

209,508

124,655

6,580

21,879

2,478

71,221

615

13,562

19,397

9,625

1,381

1,141

125

4

Ｓ51～R９

Ｓ44～Ｈ19

Ｓ45～Ｈ13

Ｓ54～Ｈ24

Ｈ５～R16

Ｈ５～Ｈ13

Ｓ50～Ｒ８

Ｓ51～Ｈ２

12

77

40

9

19

1

100.0

7,198Ｈ12～Ｈ26

9,180

34,770 102,400 100.0

Ｓ53～Ｓ59 35,500 100.034,770

Ｓ54～Ｈ９

Ｓ48～Ｈ23

100.036,000

Ｈ２～Ｈ22 68,00010,810 100.0

178,000 100.0

市町他団体営事業

1

県営土地改良総合整備
事業

県

経営体育成基盤整備事業 県

県営農地還元資源利活用

事業
県

県営かんがい排水事業

県営ほ場整備事業

県営干拓地等農地整備
事業

県

県

1

1

1

県

国営筑後川下流白石土地
改良事業

国営筑後川下流白石平野

土地改良事業

水資源機構筑後川下流

用水事業

水資源機構筑後大堰建設

事業

嘉瀬川ダム建設事業

水資源機構

水資源機構

国土交通省

国営佐賀中部土地改良

事業

事　業　名 地区数 工　　期
事業費

（百万円）
事業主体

Ｓ54～Ｈ11 7,198 18,500

1

1
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第２章 評価項目 

１．社会経済情勢の変化 

（１） 社会経済情勢の変化 

  ① 総人口及び総世帯数の動向 

関係市町の総人口は、昭和 50 年の 1,269,074 人から令和２年の 1,208,886 人へと５％

減少している。 

福岡県の総人口では、昭和 50 年の 4,292,963 人から令和２年の 5,135,214 人へと 20％

増加しており、福岡県の総人口は増加傾向のなか、関係市町は減少傾向にある。また、

佐賀県の総人口では、昭和 50 年の 837,674 人から令和２年の 811,442 人へと３％減少し

ており、関係市町の減少率は２ポイント高くなっている。 

関係市町の総世帯数は、昭和 50 年の 326,869 戸から令和２年の 484,427 戸へと 48％増

加している。 

福岡県の総世帯数では、昭和 50 年の 1,261,777 戸から令和２年の 2,323,325 戸へと

84％増加、佐賀県の総世帯数では、昭和 50 年の 213,133 戸から令和２年の 312,680 戸へ

と 47％増加しており、関係市町及び佐賀県と比べて福岡県の増加率が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-1 総人口及び総世帯数 

出典：国勢調査（総務省） 
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（２） 産業の動向 

  ① 産業別就業人口の推移 

関係市町の産業別就業人口の総数は、昭和 50年の 592,629 人から令和２年の 568,935 人

へと４％減少している。 

福岡県の産業別就業人口の総数では、昭和 50 年の 1,916,134 人から令和２年の

2,253,134 人へと 18％増加しており、福岡県の産業別就業人口の総数は増加傾向のなか、

関係市町は減少傾向にある。また、佐賀県の産業別就業人口の総数では、昭和 50 年の

396,600 人から令和２年 400,264 人へと１％増加しており、関係市町の減少率は３ポイン

ト高くなっている。 

産業別では、同期間において、関係市町の第１次産業は 131,011 人から 37,745 人へと

71％減少、第２次産業は 167,092 人から 125,304 人へ 25％減少、第３次産業は 294,526 人

から 405,886 人へと 38％増加している。 

なお、令和２年の産業別における第１次産業の就業人口の構成比は、関係市町及び佐賀

県は７％と、福岡県の２％と比べて高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-2 産業別就業人口 

出典：国勢調査（総務省） 
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図 2-3 産業別就業人口の構成比 

出典：国勢調査（総務省） 
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  ② 産業別生産額の動向 

関係市町の産業別生産額は、昭和 50 年の 13,651 億円から令和２年の 42,486 億円へと

３倍に増加している。 

福岡県の産業別生産額では、昭和 50 年の 52,903 億円から令和２年の 187,431 億円へと

４倍に増加、佐賀県の産業別生産額では、昭和 50 年の 8,167 億円から令和２年の 30,408

億円へと４倍に増加しており、佐賀県の増加率が高くなっている。 

産業別では、同期間において、関係市町の第１次産業は 1,363 億円から 1,002 億円へと

27％減少、第２次産業は 4,586 億円から 11,166 億円へ２倍に増加、第３次産業は 7,701 億

円から 30,318 億円へと４倍に増加している。 

なお、令和２年の産業別における第１次産業の生産額の構成比は、関係市町及び佐賀県

は２％と、福岡県の１％と比べて高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-4 産業別生産額 

出典：市町村民経済計算（福岡県、佐賀県） 
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図 2-5 産業別生産額の構成比 

出典：市町村民経済計算（福岡県、佐賀県） 
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（３） 地域農業の動向 

  ① 耕地面積の動向 

関係市町の耕地面積は、昭和 50 年の 86,413ha から令和２年の 61,412ha へと 29％減少

している。 

福岡県の耕地面積では、昭和 50 年の 120,500ha から令和２年の 79,700ha へと 34％減

少、佐賀県の耕地面積では、昭和 50 年の 76,900ha から令和２年の 50,800ha へと 34％減

少しており、関係市町の減少率は各県よりも５ポイント低くなっている。 

地目別の割合は、令和２年で関係市町が田 85％、畑 15％、福岡県が田 80％、畑 20％、

佐賀県が田 83％、畑 17％となっており、関係市町の田の割合が２～５ポイント高くなって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-6 耕地面積 

出典：作物統計調査（農林水産省） 
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  ② 耕地放棄地の動向 

関係市町の耕地放棄地は、昭和 50年の 225ha から平成 27年の 3,603ha へと 16 倍に増

加している。 

福岡県の耕作放棄地では、昭和 50年の 782ha から平成 27年の 6,992ha へと９倍に増

加、佐賀県の耕地放棄地では、昭和 50 年の 390ha から平成 27 年の 5,069ha へと 13 倍に

増加しており、関係市町の増加率は各県よりも３～７ポイント高くなっている。 

耕地面積に占める耕作放棄地の割合は、平成 27年で関係市町が５％、福岡県が８％、佐

賀県が９％となっており、関係市町の割合が３～４ポイント低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典：作物統計調査、（世界）農林業センサス（農林水産省） 

図 2-7 耕作放棄地 

図 2-8 農地における耕地面積と耕作放棄地の構成比 

出典：（世界）農林業センサス（農林水産省） 
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  ③ 農業経営体数及び経営規模別経営体数の動向 

関係市町の農業経営体数は、昭和 50 年の 88,862 経営体から令和２年の 15,667 経営

体へと 82％減少している。 

福岡県の農業経営体数では、昭和 50 年の 138,992 経営体から令和２年の 28,375 経営

体へと 80％減少しており、関係市町の減少率は２ポイント高くなっている。また、佐

賀県の農業経営体数では、昭和 50年の 67,684 経営体から令和２年の 14,330 経営体へ

と 79％減少しており、関係市町の減少率は３ポイント高くなっている。 

経営規模別の動向を見ると、関係市町では、1.0ha 未満の農業経営体が減少する一方

で、5.0ha 以上の農業経営体が昭和 50 年の 111 経営体から令和２年の 1,778 経営体へ

と 16 倍に増加しており、その構成比は同時期に 0.1％から 11.3％に増加している。 

福岡県では、関係市町と同様に、1.0ha 未満の農業経営体が減少する一方で、5.0ha

以上の農業経営体が昭和 50 年の 188 経営体から令和２年の 2,118 経営体へと 11倍に増

加しており、その構成比は同時期に 0.1％から 7.5％に増加している。また、佐賀県で

も、1.0ha 未満の農業経営体が減少する一方で、5.0ha 以上の農業経営体が昭和 50年の

65 経営体から令和２年の 1,331 経営体へと 20倍に増加しており、その構成比は同時期

に 0.1％から 9.3％に増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-9 農業経営体数 

出典：（世界）農林業センサス（農林水産省） 

注：昭和 50 年～平成７年は総農家、平成 17 年は販売農家、平成 22 年～令和２年は農業経営体で整理 

図 2-10 経営規模別経営体数 
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関係市町の経営体当たり経営耕地面積は、昭和 50 年の 0.97ha/経営体から令和２年

の 3.92ha/経営体へと 304％増加している。 

福岡県の経営体当たり経営耕地面積では、昭和 50 年の 0.87ha/経営体から令和２年

の 2.81ha/経営体へと 223％増加しており、関係市町の増加率は 81 ポイント高くなって

いる。また佐賀県の経営体当たり経営耕地面積では、昭和 50 年の 1.14ha/経営体から

図 2-11 経営規模別経営体数の構成比 

出典：（世界）農林業センサス（農林水産省） 

注：昭和 50 年～平成７年は総農家、平成 17 年は販売農家、平成 22 年～令和２年は農業経営体で整理 

出典：（世界）農林業センサス（農林水産省） 

注：昭和 50 年～平成７年は総農家、平成 17 年は販売農家、平成 22 年～令和２年は農業経営体で整理 
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令和２年の 3.55ha/経営体へと 211％増加しており、関係市町の増加率は 93 ポイント高

くなっている。 

 

 

 

  ④ 組織経営体数の動向 

関係市町の組織経営体数は、平成 12 年の 57 経営体から令和２年には 438 経営体へと

８倍に増加している。 

福岡県の組織経営体数では、平成 12 年の 125 経営体から令和２年の 871 経営体へと７

倍に増加している。また、佐賀県の組織経営体数では、平成 12 年の 32経営体から令和

２年の 349 経営体へと 11 倍に増加している。 

組織形態別の動向を見ると、関係市町では、農事組合法人が平成 12 年の 20 経営体か

ら令和２年の 210 経営体へと 11 倍に増加するとともに、株式会社等の法人が平成 12 年

の 34 経営体から令和２年の 177 経営体へと５倍に増加している。 

福岡県では、関係市町と同様に、農事組合法人が平成 12 年の 26経営体から令和２年

の 332 経営体へと 13 倍に増加するとともに、株式会社等の法人が平成 12 年の 97経営体

から令和２年の 450 経営体へと５倍に増加している。また、佐賀県でも、農事組合法人

が平成 12年の６経営体から令和２年の 92 経営体へと 15倍に増加するとともに、株式会

社等の法人が平成 12 年の 24 経営体から令和２年の 202 経営体へと８倍に増加してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-13 組織経営体数 
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図 2-12 経営体当たり経営耕地面積 
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  ⑤ 集落営農組織数の動向 

関係市町の集落営農組織数は、平成 19 年に導入された品目横断的経営安定対策を契機

として、平成 22年に 769 経営体が設立されたが、農業従事者の高齢化や担い手不足が進

む中で、効率的かつ安定的な経営体として組織活動を発展させるために、平成 27 年以降

は、集落営農組織の統合と農事組合法人化が進み、令和５年では 622 経営体まで減少し

ている。 

福岡県では、関係市町と同様に、平成 22年では 627 経営体が設立されているが、令和

５年では 560 経営体まで減少している。また、佐賀県でも平成 22年では 653 経営体が設

立されているが、令和５年では 505 経営体まで減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-15 集落営農組織数 

出典：（世界）農林業センサス（農林水産省） 

図 2-14 組織経営体数の増減率 

出典：（世界）農林業センサス（農林水産省） 
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  ⑥ 年齢別農業就業人口の動向 

関係市町の農業就業人口は、昭和 50 年の 153,233 人から平成 27 年の 32,525 人へと 79％

減少している。同期間において、65 歳以上の農業就業人口は 31,097 人から 17,932 人へと

42％減少しているものの、全体に占める割合は 20％から 55％へと増加しており、高齢化が

進展している。 

福岡県の農業就業人口では、昭和 50 年の 227,478 人から平成 27 年の 56,950 人へと 75％

減少している。同期間において、65 歳以上の農業就業人口は 49,859 人から 34,311 人へと

31％減少しているものの、全体に占める割合は 22％から 60％へと増加している。また、佐賀

県の農業就業人口では、昭和 50 年の 114,136 人から平成 27 年の 26,244 人へと 77％減少し

ている。同期間において、65 歳以上の農業就業人口は 22,315 人から 15,120 人へと 32％減

少しているものの、全体に占める割合は 20％から 58％へと増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：集落営農実態調査報告書（農林水産省） 

図 2-16 年齢別農業就業人口 
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  ⑦ 基幹的農業従事者数の動向 

関係市町の基幹的農業従事者数は、昭和 50 年の 88,972 人から令和２年の 23,397 人へ

と 74％減少している。 

福岡県の基幹的農業従事者数では、昭和 50 年の 117,656 人から令和２年の 38,077 人へ

と 68％減少しており、関係市町の減少率は６ポイント高くなっている。また、佐賀県の基

幹的農業従事者数では、昭和 50 年の 70,804 人から令和２年の 19,015 人へと 73％減少し

ており、関係市町の減少率は１ポイント高くなっている。 

また、関係市町の 65 歳以上が占める割合は同期間に 20％（18,152 人）から 60％（13,984

人）へと 40 ポイント増加している。福岡県の 65 歳以上が占める割合では同期間に 26％

（30,459 人）から 66％（25,194 人）へと 40 ポイント、佐賀県の 65 歳以上が占める割合

では同期間に 19％（13,114 人）から 64％（12,106 人）へと 45ポイント、それぞれ増加し

ており、関係市町、福岡県及び佐賀県で高齢化が進展している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：（世界）農林業センサス（農林水産省） 

図 2-18 基幹的農業従事者数 

図 2-17 65 歳以上が全体に占める割合 
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  ⑧ 認定農業者数の動向 

関係市町の認定農業者数は、平成７年の 2,421 経営体から平成 22 年の 5,749 経営体へ

と 137％増加し、それ以降は平成 22 年をピークに 5,749 経営体から令和５年の 4,663 経営

体へと 19％減少している。 

福岡県の認定農業者数では、平成 22 年の 6,413 人から令和５年の 5,706 人へと 11％減

少しており、関係市町の減少率は８ポイント高くなっている。また、佐賀県の認定農業者

数では、平成 22 年の 5,009 人から令和５年の 3,600 人へと 28％減少しており、関係市町

の減少率は９ポイント低くなっている。 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：（世界）農林業センサス（農林水産省） 

図 2-19 認定農業者数 

出典：九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所調べ 
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  ⑨ 新規就農者数の動向 

関係市町の新規就農者数は、年々増加傾向にあり、平成７年の 49人から令和５年の 164

人へと３倍に増加している。 

福岡県の新規就農者数では、平成７年の 81 人から令和５年の 257 人へと３倍に増加し

ている。また、佐賀県の新規就農者数では、平成７年の 69人から令和５年の 162 人へと２

倍に増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑩ 農地利用集積の動向 

関係市町の利用権設定率は、年々上昇傾向にあり、平成 11 年の 14.1％から令和２年の

44.7％へと 31 ポイント増加している。 

令和２年において、福岡県の利用権設定率は 40.6％、佐賀県の利用権設定率は 34.5％で

あり、関係市町の利用権設定率が各県の利用権設定率を上回っている。 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-21 利用権設定率 

図 2-20 新規就農者数 

出典：九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所調べ 

出典：九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所調べ 

注：利用権設定率＝利用権設定面積／農用地面積 

利用権設定面積：一筆の土地の一部を借地する場合の面積 
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  ⑪ 主要作物の作付面積の動向 

関係市町の主要作物の作付面積は、昭和 50 年から令和２年にかけて、水稲は 53％減少

しているが、大豆は 34倍に、小麦は２倍に増加している。 

福岡県の主要作物の作付面積では、水稲は 55％減少しているが、大豆 10 倍に、二条大

麦は２倍に増加している。また、佐賀県の主要作物の作付面積では、水稲 51％減少して

いるが、大豆 18倍に、小麦は３倍に増加している。 

また、佐賀県側の関係市町のたまねぎの作付面積は、昭和 55 年から令和２年にかけて

６％減少しているが、佐賀県のたまねぎの作付面積では５％増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-22 主要作物の作付面積 

出典：作物統計調査（農林水産省） 

図 2-23 たまねぎの作付面積（佐賀県） 

出典：作物統計調査（農林水産省） 
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  ⑫ 農産物出荷先別経営体数の動向 

関係市町の農産物出荷先別経営体数の割合は、令和２年において、農協が 57％と最も多

く、次いで消費者に直接販売が 11％、農協以外の集出荷団体が 10％となっている。また、

平成 22 年から令和２年にかけて、農協の割合が５ポイント減少し、農協以外の集出荷団体

が２ポイント、小売業者が２ポイント増加している。 

福岡県の農産物出荷先別経営体数の割合は、令和２年において、農協が 52％と最も多く、

次いで消費者に直接販売が 15％、卸売市場が９％となっている。また、平成 22 年から令

和２年にかけて、農協の割合が３ポイント、消費者に直接販売が４ポイント減少し、小売

業者が２ポイント増加している。また、佐賀県の農産物出荷先別経営体数の割合は、令和

２年において、農協が 61％と最も多く、次いで消費者に直接販売が 13％、農協以外の集出

荷団体が８％となっている。また、平成 22 年から令和２年にかけて、農協の割合が６ポイ

ント減少し、消費者に直接販売が２ポイント、小売業者が２ポイント増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-24 農産物出荷先別経営体数の構成比 

出典：（世界）農林業センサス（農林水産省） 
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  ⑬ 農業産出額の動向 

関係市町の農業産出額は、昭和 50 年の 1,679 億円から令和２年の 1,419 億円へと 16％

減少している。また、品目別の構成比では、米が昭和 50 年の 50％から令和２年の 19％へ

と 31 ポイント減少しているが、野菜が昭和 50年の 11％から令和２年の 38％へと 27ポイ

ント増加している。 

福岡県の農業産出額では、関係市町と同様に、昭和 50 年の 2,312 億円から令和２年の

1,977 億円へと 14％減少している。また、品目別の構成比では、米が昭和 50 年の 42％か

ら令和２年の 17％へと 25 ポイント減少しているが、野菜が昭和 50 年の 13％から令和２

年の 36％へと 23 ポイント増加している。 

また、佐賀県の農業産出額でも、昭和 50 年の 1,330 億円から令和２年の 1,219 億円へ

と８％減少している。また、品目別の構成比では、米が昭和 50 年の 51％から令和２年の

19％へと 32 ポイント減少しているが、野菜が昭和 50 年の９％から令和２年の 28％へと 19

ポイント増加している。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-25 農業生産額 

出典：生産農業所得統計（農林水産省） 
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図 2-26 農業生産額の構成比 

出典：生産農業所得統計（農林水産省） 
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２．事業により整備された施設の管理状況 

（１） 施設の概況 

本事業により整備した施設は、揚水機場３箇所、導水路 27.8 ㎞、幹線水路 208.2 ㎞、排

水水門 20箇所、制水工２箇所である。 

 

表 2-1 揚水機場の概況 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-2 導水路の概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

かんがい面積 通水量

(ha) (㎥/s) 開きょ
トンネル

その他
計

佐賀西部導水路 8,989 8.84 -      12.6    12.6    管水路 1/1,800 スタンド型分水工

多久導水路 (706) (1.09) -      10.4    10.4    管水路
 1/340～
1/1,560

山脚線 (2,783) (2.37) -      1.3     1.3     管水路
 1/260～
1/720

白石東線 (1,442) (1.18) -      2.0     2.0     管水路
 1/330～
1/420

福富線・支線 (1,764) (1.27) -      1.5     1.5     管水路
 1/170～
1/380

計 8,989 - -      27.8    27.8    - -

延長(km)

出典：国営筑後川下流土地改良事業変更計画書
注：（　）は佐賀西部導水路の内数

構造 勾配 主要構造物

全揚程 実揚程 型式 口径(mm) 台数(台) 型式 動力(kw) 台数(台)

城原金立揚水機場 佐賀県神埼市 1.60 64.9 45.1 渦巻型 500 3 電動機 500 3

佐賀西部高域揚水機場 佐賀県佐賀市 1.27 54.5 45.6 渦巻型 600 2 電動機 480 2

多久揚水機場 佐賀県小城市 1.09 67.8 43.0 渦巻型 500 2 電動機 510 2

出典：国営筑後川下流土地改良事業変更計画書

位置
揚水量
(㎥/s)

揚程(m) 揚水機 原動機
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表 2-3 幹線水路の概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

かんがい面積 通水量

(ha) (㎥/s) 開きょ
トンネル

その他
計

田川城島線 1,870 4.05 18.7    5.3     24.0    
土水路　護岸水路
管水路

 1/4,000～
1/17,000

制水門
合流工

19ヶ所
114ヶ所

大溝線 (392) (0.84) 12.4    -       12.4    土水路　護岸水路
 1/2,000～
1/14,000

制水門
合流工

11ヶ所
94ヶ所

（　）は、田川城島線の内数

中木室線 998 0.64 18.5    -       18.5    土水路　護岸水路
 1/2,000～
1/6,000

制水門
合流工

13ヶ所
130ヶ所

昭代線 1,554 1.10 34.1    -       34.1    土水路　護岸水路
 1/1,000～
1/8,000

制水門
合流工

41ヶ所
140ヶ所

西浜武線 736 0.41 16.7    -       16.7    土水路　護岸水路  1/3,000
制水門
合流工

17ヶ所
58ヶ所

岩神線 2,797 2.10 3.7     5.4     9.1     土水路　管水路  1/3,000
制水門
合流工

7ヶ所
23ヶ所

柳川線 (1,019) (0.77) 7.8     -       7.8     護岸水路  1/3,000 （　）は、岩神線の内数

下久末線 (835) (0.63) 11.3    -       11.3    土水路　護岸水路  1/5,000
制水門
合流工

7ヶ所
33ヶ所

（　）は、岩神線の内数

黒崎開線 1,049 0.76 3.5     -       3.5     土水路　護岸水路  1/2,000
制水門
合流工

2ヶ所
4ヶ所

三田川線 972 2.50 7.5     0.6     8.1     
土水路　護岸水路
管水路

 1/3,000
制水門
合流工

8ヶ所
66ヶ所

千代田線 1,333 1.60 7.2     7.1     14.3    
土水路　護岸水路
管水路

 1/4,000
制水門
合流工

6ヶ所
57ヶ所

城原金立線 671 1.60 -       5.1     5.1     管水路 1/340

諸富線 532 0.90 6.7     0.4     7.1     
土水路　護岸水路
管水路

 1/6,000
制水門
合流工

6ヶ所
59ヶ所

徳永線 1,683 5.19 15.5    0.1     15.6    
土水路　護岸水路
管水路

 1/3,000～
1/5,000

制水門
合流工

17ヶ所
128ヶ所

南里線 1,121 2.30 8.2     -       8.2     土水路　護岸水路  1/3,000
制水門
合流工

6ヶ所
72ヶ所

佐賀西部高域線 651 1.27 -       12.4    12.4    管水路
 1/270～
1/920

合計 15,967 171.8   36.4    208.2   

出典：国営筑後川下流土地改良事業変更計画書

延長(km)
備考構造 勾配 主要構造物

-

-

-
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表 2-4 排水水門の概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-5 制水工の概況 

 

 

 

 

  

Ｂm×Ｈm×門数 (m) (m) (㎥/s)

大溝線 福岡県大川市 スルース 5.0×3.3×2 2.8       2.6       27.98     

中木室１号線 福岡県大川市 スルース 4.0×3.8×2 3.3       3.3       34.70     

中木室２号線 福岡県大川市 スルース 3.0×3.8×2 3.6       3.4       18.96     

中木室３号線 福岡県大川市 スルース 3.0×3.8×2 3.4       3.5       20.54     

昭代１号線 福岡県大木町 スルース 3.0×3.8×2 3.3       3.5       19.83     

昭代1-1号線 福岡県大川市 スルース 4.0×3.3×1 3.5       3.3       13.15     

昭代２号線 福岡県大川市 スルース 3.35×2.8×3 1.7       5.0       33.43     

昭代３号線 福岡県柳川市 スルース 3.35×2.8×3 1.1       5.0       25.04     補助排水機場１

昭代４号線 福岡県柳川市 スルース 2.0×2.8×2 1.0       5.0       10.03     補助排水機場１

昭代５号線 福岡県柳川市 スルース 3.0×2.8×2 1.0       5.0       15.40     補助排水機場１

昭代６号線 福岡県柳川市 スルース 2.5×2.8×2 1.2       5.0       15.30     補助排水機場１

昭代７号線 福岡県大川市 スルース 2.5×2.8×2 1.2       5.0       14.40     

西浜武線 福岡県柳川市 スルース 2.85×3.8×4 2.9       5.0       40.00     

谷垣排水樋門 福岡県柳川市 スルース 5.0×3.3×3 1.1       5.0       35.00     補助排水機場１

三田川線 佐賀県神埼市 スルース 4.0×3.3×2 2.2       5.9       36.26     

千代田線 佐賀県神埼市 スルース 4.0×3.3×3 3.4       4.9       43.75     補助排水機場１

諸富線 佐賀県佐賀市 スルース 5.0×3.3×2 3.0       2.9       43.89     

徳永１号線 佐賀県佐賀市 スルース 4.0×3.3×2 3.0       2.9       36.20     

朝日排水樋門 佐賀県佐賀市 スルース 5.0×3.6×4 1.3       5.0       65.10     補助排水機場１

幸搦排水樋門 佐賀県佐賀市 スルース 4.0×3.5×3 1.3       5.0       27.60     補助排水機場１

576.56    

出典：国営筑後川下流土地改良事業変更計画書

排水量規模 内水位 外水位
備考

佐
賀
平
野
側

位置

筑
後
平
野
側

形式

計

かんがい面積 通水量 型　式 構　造

（ha） (㎥/s)

筑後川導水路制水工 14,017 13.54 鋼製ローラーゲート Ｈ4.1ｍ×Ｂ4.7ｍ

佐賀東部導水路制水工 8,337 18.60 バタフライ弁 Φ3,000ｍｍ

出典：国営筑後川下流土地改良事業変更計画書
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城原金立揚水機場 

出典：国営かんがい排水事業筑後川下流地区 事業誌 

佐賀西部導水路 

幹線水路（岩神線） 幹線水路（千代田線） 

排水水門（昭代７号線） 排水水門（千代田線） 

【事業で整備した施設】 

佐賀東部導水路制水工 
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（２） 施設の利用状況 

本地区の農業用水は、筑後大堰掛かりと嘉瀬川ダム掛かりに大別される。 

筑後大堰掛かりは、筑後大堰から筑後川の用水が取水され、筑後導水路（筑後川左岸側）、

佐賀東部導水路（筑後川右岸側）を経由し、国営幹線水路（幹線クリーク）の最上流部に

必要量が分水される。その後、幹線クリークを経て、地区内のクリークへ分水され、これ

らのクリークに設置されているほ場ポンプにより地区内に配水されている。また、地区内

の中小河川等からの用水も幹線クリーク等に導水されて、筑後川からの用水と相まって地

区内に配水されている。 

嘉瀬川ダム掛かりは、嘉瀬川ダムを水源とし、佐賀西部導水路取水口から取水され、佐

賀西部導水路を経由し、各国営導水路に設置されている分水工から分水される。その後、

幹線クリーク等を経て、地区内のクリークへ分水され、これらのクリークに設置されてい

るほ場ポンプにより地区内に配水されている。また、地区内の小河川やため池等からの用

水も幹線クリーク等に導水されて、嘉瀬川ダムからの用水と相まって地区内に配水されて

いる。 

 

図 2-27 本地区の用水系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：国営かんがい排水事業筑後川下流地区 事業誌 
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（３） 施設の管理状況 

  ① 筑後川左岸(福岡県側） 

筑後大堰から取水し、地区内に配水する用水管理について、筑後川下流土地改良区連合

の組織母体である関係５土地改良区（筑後川土地改良区、八女筑後地区土地改良区、三潴

南部土地改良区、柳川みやま土地改良区、矢部川左岸土地改良区）が主体となって行って

いる。 

クリーク水路は、公共性、公益性が高く、また受益範囲が複数の市町に跨っていること

から、関係５市町（久留米市、筑後市、柳川市、大川市、みやま市、大木町）や土地改良

区が連携して一元的に管理を行うこととし、施設の操作運転や点検整備、或いは水路の草

刈り、水草の除去等を実施している。 

 

図 2-28 筑後川左岸管理体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国営かんがい排水事業筑後川下流地区 事業誌 
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表 2-6 筑後川左岸の施設管理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理者

田川城島線 久留米市、筑後市、大川市、大木町、筑後川土地改良区（管水路）

大溝線 久留米市、筑後市、大川市、大木町

中木室線 久留米市、筑後市、大川市、大木町

昭代線 柳川市、筑後市、大川市、大木町

西浜武線 柳川市、筑後市、大川市、大木町

岩神線 柳川市、柳川みやま土地改良区（管水路）

柳川線 柳川市

下久末線 柳川市

黒崎開線 大牟田市、みやま市

大溝線 久留米市、筑後市、大川市、大木町

中木室１号線 久留米市、筑後市、大川市、大木町

中木室２号線 久留米市、筑後市、大川市、大木町

中木室３号線 久留米市、筑後市、大川市、大木町

昭代１号線 柳川市、筑後市、大川市、大木町

昭代1-1号線 柳川市、筑後市、大川市、大木町

昭代２号線 柳川市、筑後市、大川市、大木町

昭代３号線 柳川市、筑後市、大川市、大木町

昭代４号線 柳川市、筑後市、大川市、大木町

昭代５号線 柳川市、筑後市、大川市、大木町

昭代６号線 柳川市、筑後市、大川市、大木町

昭代７号線 柳川市、筑後市、大川市、大木町

西浜武線 柳川市、筑後市、大川市、大木町

谷垣排水樋門 柳川市

制水工 筑後川導水路制水工
筑後川土地改良区、八女筑後地区土地改良区、三潴南部土地改良区、柳川みやま
土地改良区、矢部川左岸土地改良区、土井外坂口土地改良区

出典：九州農政局　北部九州土地改良調査管理事務所調べ

幹
線
水
路

排
水
水
門
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図 2-29 筑後川左岸平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国営かんがい排水事業筑後川下流地区 事業誌 
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② 筑後川右岸(佐賀県側） 

佐賀東部土地改良区は、７市町（佐賀県：佐賀市、神埼市、吉野ヶ里町、上峰町、みやき町、

福岡県：久留米市、大川市）に関する受益地を範囲として、用水管理業務を調整管理委員及び施

設操作員と連携し実施している。 

排水施設（排水樋門、排水機場）の操作は、市（佐賀市、神埼市）の委託を受け、土地改良区

と施設操作員の連携のもと自然排水あるいは強制排水を実施している。 

 

・中央管理所：佐賀東部土地改良区（三田川線・千代田線・諸富線・城原金立線） 

・調整管理委員：関係市町、土地改良区 

・施設操作員：制水門、樋門、機場等の施設操作 

 

図 2-30 筑後川右岸管理体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国営かんがい排水事業筑後川下流地区 事業誌 
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表 2-7 筑後川右岸の施設管理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設管理者

揚水機場 城原金立揚水機場 佐賀市、神埼市

三田川線 佐賀東部土地改良区

千代田線 佐賀東部土地改良区

城原金立線 佐賀東部土地改良区

諸富線 佐賀東部土地改良区

徳永線 佐賀市

南里線 佐賀市

三田川線 佐賀東部土地改良区

千代田線 佐賀東部土地改良区

諸富線 佐賀東部土地改良区

徳永１号線 佐賀市

朝日排水樋門 佐賀市

幸搦排水樋門 佐賀市

制水工 佐賀東部導水路制水工 佐賀土地改良区、鳥栖市土地改良区、三養基土地改良区、佐賀東部土地改良区

出典：九州農政局　北部九州土地改良調査管理事務所調べ

排
水
水
門

幹
線
水
路
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図 2-31 筑後川右岸平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国営かんがい排水事業筑後川下流地区 事業誌 
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③ 嘉瀬川ダム掛かり 

佐賀西部地域では、嘉瀬川ダム（国土交通省）を水源として国営佐賀中部農地防災事業で設置

した川上頭首工（佐賀西部取水口）地点から取水し、佐賀市をはじめ７市町の受益地に配水して

いる。 

佐賀西部地域の範囲は、「佐賀西部地区」と「白石平野地区」の受益地からなり、それぞれに「佐

賀西部土地改良区」と「白石土地改良区」が設立されており、その両土地改良区には、水管理に

おける地区管理所として、取水量等の監視・操作を行う水管理システムが設置されている。 

土地改良区毎に選任された「調整管理委員」が用水利用要請を受け土地改良区に配水を要請し、

土地改良区は送配水操作の開始を確認した後、分水工・揚水機場操作者に連絡している。 

 

・中央管理所：佐賀西部地域推進連絡協議会（佐賀土地改良会館内） 

・調整管理委員：佐賀西部地区管理所（嘉瀬川右岸上流地域） 

        白石平野地区管理所（白石平野地域） 

・調整管理委員、施設操作員：配水要請、分水工・揚水機場の操作 

 

図 2-32 嘉瀬川ダム掛かり管理体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国営かんがい排水事業筑後川下流地区 事業誌 
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表 2-8 嘉瀬川ダム掛かりの施設管理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設管理者

佐賀西部高域揚水機場 佐賀市、小城市

多久揚水機場 佐賀市、多久市、小城市、武雄市、大町町、江北町、白石町

佐賀西部導水路 佐賀市、多久市、小城市、武雄市、大町町、江北町、白石町

多久導水路 佐賀西部土地改良区

山脚線 白石土地改良区

白石東線 白石土地改良区

福富線 白石土地改良区

福富支線 白石土地改良区

幹線
水路

佐賀西部高域線 佐賀西部土地改良区

出典：九州農政局　北部九州土地改良調査管理事務所調べ

導
水
路

揚
水
機
場
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図 2-33 嘉瀬川ダム掛かり平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国営かんがい排水事業筑後川下流地区 事業誌 
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④ 水管理システム 

本地区の水管理は、筑後平野、佐賀平野、白石平野の用排水をそれぞれの管理所に設置された

水管理システム画面で集中監視するとともに、配水時については、筑後大堰掛かりは筑後川下流

用水管理所（水資源機構）へ、嘉瀬川掛かりは川上頭首工管理事務所（佐賀土地改良区）へ要請

を行っている。 

施設の管理や樋門、制水門、機場、分水工等の適切な操作は、それぞれの地区の管理体制に応

じて、関係市町、土地改良区連合、土地改良区等の綿密な連携により行われている。 

 

図 2-34 佐賀西部地域水管理模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国営かんがい排水事業 筑後川下流地区 完工記念 筑後川下流事業のあゆみ 

白石平野地区管理所 

（白石土地改良区） 
佐賀西部地区管理所 

（佐賀西部土地改良区） 

※小城市役所内 

中央管理所（佐賀西部地域） 

（佐賀西部地域推進連絡協議会） 

※佐賀土地改良会館内 
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図 2-35 佐賀東部地域（三田川線流域 三田川線）水理縦断図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-36 筑後北部地域（田川城島１号線・２号線）水理縦断図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国営かんがい排水事業 筑後川下流地区 完工記念 筑後川下流事業のあゆみ 

佐賀中央管理所（佐賀東部地域） 

（佐賀東部土地改良区） 

筑後川下流左岸中央管理所 

（福岡県） 

（筑後川下流土地改良区連合） 

※事務局・促進協議会 



- 46 - 
 

３．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 

（１） 作物生産効果 

作物生産効果は、本事業及び関連事業の実施により、農用地や水利条件が改良されるこ

とに伴って、その受益地において発生すると見なされる作物生産の量的増減を捉える効果

であり、事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）

の作物生産量の比較により年効果額を算定している。 

 

  ① 受益面積の変化 

受益面積は、事業計画時点の現況（平成 12 年）の 39,168ha に対して、評価時点（令和

６年）には 36,251ha と 2,917ha 減少している。 

 

表 2-9 事業実施前後の受益面積 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

(単位：ha）

現況（平成12年） 計画

田 38,577          37,284          35,649          △2,928            

畑 516             516             602             86                 

樹園地 75              75              -             △75               

計 39,168          37,875          36,251          △2,917            

出典：事業計画時　事業計画書（最終計画）
　　　事後評価時　九州農政局調べ

区分
評価時点

（令和６年）

増減
（評価時点－

事業計画現況）

事業計画（平成17年）
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  ② 主要作物の作付面積の変化 

事業計画時点（平成 17年）の現況と評価時点（令和６年）において、主要作物の作付面

積を比較すると、福岡県側では水稲は 6,847ha から 4,818ha と 2,029ha 減少し、大豆、小

麦、二条大麦、いちごの面積が増加、稲発酵用粗飼料やアスパラガスが新たに導入されて

いる。 

佐賀県側では水稲は 17,686ha から 12,509ha と 5,177ha 減少し、大豆、れんこん、アス

パラガス、小麦、イタリアンライグラスの面積が増加、稲発酵用粗飼料が新たに導入され

ている。 

本地域では、農業経営の発展を図るため収益性の高い施設園芸（アスパラガス等）の導

入が推進されたことや、主食用米の需要が減少する中で主食用米以外の作物（大豆や非主

食用米）への転換が促進されたためと考えられる。 

 

表 2-10 事業実施前後の作付面積（福岡県側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事業計画時点の作付面積は農地転用を考慮した面積とした。 

出典：事業計画時 事業計画書（最終計画） 

    事後評価時 九州農政局調べ 

  

(単位：ha）

評価時点

現況(平成12年) 計画 （令和６年）

水稲 6,847       6,655       4,818       

加工用米 294         286         139         

稲発酵用粗飼料 -          -          1,139       

大豆 1,320       1,723       2,764       

アスパラガス -          -          92          

いちご 178         204         198         

トマト 56          60          30          

なす 181         221         131         

い 218         173         -          

ソルゴー 253         304         51          

きく 114         122         64          

小麦 4,688       5,214       6,319       

二条大麦 658         717         1,196       

たまねぎ 123         125         81          

ばれいしょ 108         108         76          

レタス 368         377         310         

イタリアンライグラス 259         313         111         

15,665      16,602      17,519      

137         149         158         

事業計画(平成17年)

福
岡
県
側

作物名

土地利用率（％）

合計

表
作

裏
作
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表 2-11 事業実施前後の作付面積（佐賀県側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事業計画時の作付面積は農地転用を考慮した面積とした。 

出典：事業計画時 事業計画書（最終計画） 

    事後評価時 九州農政局調べ 

  

(単位：ha）

評価時点

現況(平成12年) 計画 （令和６年）

水稲 17,686      16,727      12,509      

加工用米 486         473         228         

稲発酵用粗飼料 -          -          1,781       

大豆 3,783       4,417       5,755       

れんこん 295         330         638         

アスパラガス 55          74          99          

ねぎ 61          69          26          

きゅうり 52          58          46          

いちご 198         225         145         

トマト 44          55          29          

なす 58          68          21          

い 84          63          -          

ソルゴー 209         212         169         

きく 47          58          32          

小麦 4,824       5,314       9,721       

二条大麦 9,492       10,530      7,400       

たまねぎ 2,082       2,521       1,588       

キャベツ 172         211         142         

レタス 103         122         26          

イタリアンライグラス 221         224         329         

通年 みかん 74          74          -          

40,026      41,825      40,684      

158         170         169         

事業計画(平成17年)

佐
賀
県
側

作物名

表
作

裏
作

合計

土地利用率（％）
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  ③ 生産量の変化 

地区内における主要作物の単収を事業計画時点（平成 17 年）の現況と評価時点（令和６年）

で比較したところ、多くの作物で事業計画時点の現況を下回っているものの、両県ともに小麦、

二条大麦の単収は現況を上回っており、野菜類では福岡県側はトマトやなす、たまねぎ、ばれ

いしょで、佐賀県側ではアスパラガスやきゅうり、いちご、なす、たまねぎ、キャベツで事業

計画時点の現況を上回る単収となっている。 

佐賀県側の評価時点におけるトマトと飼料作物（ソルゴー、イタリアンライグラス）の単収

が福岡県より大きく低下しているが、トマトは福岡県側が大玉系品種が主で、佐賀県側は完熟

系品種の多様なサイズが普及したためであり、飼料作物は佐賀平野の家畜飼養頭数が減少し主

産地が唐津市等の中山間地域へ変わったことや、温暖化回避のため水稲作期の前倒しにより十

分な飼料生育期間が取れないことが要因となっている。 

 

表 2-12 事業実施前後の生産量（福岡県側） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※きくは出荷量を示し、単位は（「千本」又は「千本/ha」）と読み替える。 

出典：事業計画時 事業計画書（最終計画） 

   事後評価時 九州農政局調べ 

 
 
 

  

(単位：t）

(t/ha) (t/ha) (t/ha)

水稲 36,632   5.35     36,869   5.54     24,909   5.17     

加工用米 1,573    5.35     1,587    5.55     719      5.17     

稲発酵用粗飼料 -       -       -       -       21,390   18.78    

大豆 2,706    2.05     3,808    2.21     4,699    1.70     

アスパラガス -       -       -       -       2,300    25.00    

いちご 7,841    44.05    8,986    44.05    8,504    42.95    

トマト 7,438    132.82   7,969    132.82   4,546    151.53   

なす 25,219   139.33   30,792   139.33   19,807   151.20   

い 2,439    11.19    1,936    11.19    -       -       

ソルゴー 18,843   74.48    27,172   89.38    3,445    67.54    

きく 43,306   379.88   46,345   379.88   23,045   360.08   

小麦 18,705   3.99     20,804   3.99     29,131   4.61     

二条大麦 2,553    3.88     2,782    3.88     5,191    4.34     

たまねぎ 4,159    33.81    4,988    39.90    2,945    36.36    

ばれいしょ 1,496    13.85    1,818    16.83    1,622    21.34    

レタス 7,783    21.15    9,010    23.90    5,695    18.37    

イタリアンライグラス 15,201   58.69    22,045   70.43    6,327    57.00    

事業計画(平成17年)

現況(平成12年) 計画

評価時点
（令和６年）

福
岡
県
側

作物名

表
作

裏
作
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表 2-13 事業実施前後の生産量（佐賀県側） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※きくは出荷量を示し、単位は（「千本」又は「千本/ha」）と読み替える。 

出典：事業計画時 事業計画書（最終計画） 

   事後評価時 九州農政局調べ 

 
 
 
 

 

  

(単位：t）

(t/ha) (t/ha) (t/ha)

水稲 97,627   5.52     96,013   5.74     66,298   5.30     

加工用米 2,683    5.52     2,715    5.74     1,208    5.30     

稲発酵用粗飼料 -       -       -       -       33,447   18.78    

大豆 9,722    2.57     9,982    2.26     9,841    1.71     

れんこん 4,189    14.20    4,686    14.20    8,849    13.87    

アスパラガス 1,053    19.14    1,416    19.14    2,016    20.36    

ねぎ 983      16.11    1,112    16.11    295      11.34    

きゅうり 4,617    88.79    5,150    88.79    7,269    158.03   

いちご 7,029    35.50    7,988    35.50    6,445    44.45    

トマト 4,681    106.38   5,851    106.38   2,474    85.31    

なす 8,375    144.39   9,819    144.39   3,059    145.66   

い 949      11.30    712      11.30    -       -       

ソルゴー 12,528   59.94    15,249   71.93    5,449    32.24    

きく 19,926   423.95   24,589   423.95   11,523   360.08   

小麦 19,778   4.10     21,787   4.10     42,772   4.40     

二条大麦 36,165   3.81     40,119   3.81     32,930   4.45     

たまねぎ 103,142  49.54    147,378  58.46    83,894   52.83    

キャベツ 5,401    31.40    7,486    35.48    4,802    33.82    

レタス 2,306    22.39    3,087    25.30    488      18.78    

イタリアンライグラス 13,614   61.60    16,558   73.92    11,637   35.37    

通年 みかん 1,613    21.80    1,855    25.07    -       -       

事業計画(平成17年)

現況(平成12年) 計画

評価時点
（令和６年）

裏
作

表
作

佐
賀
県
側

作物名
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  ④ 生産額の変化 

地区内における主要作物の単価を事業計画時点（平成 17 年）と評価時点（令和６年）で

比較したところ、福岡県側では加工用米（154 千円/t→195 千円/t）、いちご（1,278 千円

/t→1,342 千円/t）、なす（281 千円/t→356 千円/t）、たまねぎ（88千円/t→111 千円/t）、

ばれいしょ（159 千円/t→172 千円/t）等６作物では増加しているものの、水稲（296 千円

/t→226 千円/t）、大豆（262 千円/t→170 千円/t）、トマト（319 千円/ｔ→265 千円/ｔ）

等６作物では減少している。 

また、佐賀県側では加工用米（154 千円/t→195 千円/t）、ねぎ（234 千円/t→411 千円

/t）等４作物では増加しているものの、大豆（263 千円/t→167 千円/t）、れんこん（371 千

円/t→287 千円/t）、アスパラガス（1,229 千円/t→847 千円/t）等 12 作物では減少してい

る。 

 

表 2-14 事業実施前後の生産額（福岡県側） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1 きくは出荷額を示し、単位は（「千円/千本」）と読み替える。 

※2 事業計画時点の単価は消費者物価指数により現在価に換算した。 

※3 小麦、二条大麦の事業計画時の現況単価は交付金等を含む単価のため、比較分析の対象からは外している。 

出典：事業計画時 事業計画書（最終計画） 

   事後評価時 九州農政局調べ 

 

  

(単位：百万円）

(千円/t) (千円/t) (千円/t)

水稲 10,843   296      10,913   296      5,630    226      

加工用米 242      154      244      154      140      195      

稲発酵用粗飼料 -       -       -       -       620      29       

大豆 709      262      998      262      799      170      

アスパラガス -       -       -       -       2,714    1,180    

いちご 10,021   1,278    11,484   1,278    11,413   1,342    

トマト 2,373    319      2,542    319      1,205    265      

なす 7,087    281      8,653    281      7,051    356      

い 683      280      542      280      -       -       

ソルゴー 302      16       435      16       52       15       

きく※1 4,201    97       4,496    97       1,406    61       

小麦※3 3,498    187      3,890    187      1,107    38       

二条大麦※3 457      179      498      179      156      30       

たまねぎ 366      88       439      88       327      111      

ばれいしょ 238      159      289      159      279      172      

レタス 1,308    168      1,514    168      854      150      

イタリアンライグラス 198      13       287      13       95       15       

42,523   47,223   33,846   

評価時点
（令和６年）現況(平成12年) 計画作物名

合計

表
作

裏
作

事業計画(平成17年)※2

福
岡
県
側
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表 2-15 事業実施前後の生産額（佐賀県側） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1 きくは出荷額を示し、単位は（「千円/千本」）と読み替える。 

※2 事業計画時点の単価は消費者物価指数により現在価に換算した。 

※3 小麦、二条大麦の事業計画時の現況単価は交付金等を含む単価のため、比較分析の対象からは外している。 

出典：事業計画時 事業計画書（最終計画） 

   事後評価時 九州農政局調べ 

 

  

(単位：百万円）

(千円/t) (千円/t) (千円/t)

水稲 28,995   297      28,516   297      14,983   226      

加工用米 413      154      418      154      236      195      

稲発酵用粗飼料 -       -       -       -       970      29       

大豆 2,557    263      2,625    263      1,644    167      

れんこん 1,554    371      1,739    371      2,540    287      

アスパラガス 1,294    1,229    1,741    1,229    1,707    847      

ねぎ 230      234      260      234      121      411      

きゅうり 1,408    305      1,571    305      1,498    206      

いちご 8,597    1,223    9,769    1,223    7,270    1,128    

トマト 1,320    282      1,650    282      542      219      

なす 2,605    311      3,054    311      667      218      

い 266      280      199      280      -       -       

ソルゴー 226      18       275      18       82       15       

きく※1 1,096    55       1,352    55       703      61       

小麦※3 3,718    188      4,096    188      984      23       

二条大麦※3 6,473    179      7,181    179      3,754    114      

たまねぎ 9,077    88       12,969   88       4,111    49       

キャベツ 362      67       502      67       86       18       

レタス 364      158      488      158      33       67       

イタリアンライグラス 191      14       232      14       175      15       

通年 みかん 345      214      397      214      -       -       

71,090   79,033   42,104   

佐
賀
県
側

表
作

裏
作

合計

評価時点
（令和６年）現況(平成12年) 計画作物名

事業計画(平成17年)※2
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（２） 営農経費節減効果 

営農経費節減効果は、本事業及び関連事業を実施することにより、現況の営農技術体系、

経営規模等が変化することに伴って、作物生産に要する費用が増減する効果であり、事業

を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）の労働費、機

械経費、その他生産資材費について比較し、それらの営農経費の増減から年効果額を算定

している。 

 

  ① 労働時間の変化 

関連事業による現況の未整備（湿田、10a 以下）から計画の中区画乾田（30a）への区画

拡大や近年の経営規模の拡大の進展によって、大型機械化体系への移行や作業体系の変化

等が進んだことから、大豆の労働時間が福岡県側では事業計画時点（平成 17 年）の現況で

は 140.6 時間/ha であったのが、評価時点（令和６年）には 67.3 時間/ha、佐賀県側では

125.0 時間/ha から 65.0 時間/ha となるなど、大きく短縮している。 

 

図 2-37 事業実施前後の主要作物の労働時間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  出典：事業計画時 事業計画書（最終計画） 

   事後評価時 九州農政局調べ 
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  ② 機械経費の変化 

主要作物の機械経費は、事業計画時点（平成 17年）の現況と評価時点（令和６年）を比

較するとそれぞれ減少しており、特に水稲では福岡県側で1,526千円/haから274千円/ha、

佐賀県側で 1,153 千円/ha から 328 千円/ha、小麦では福岡県側で 1,061 千円/ha から 237

千円/ha、佐賀県側で 1,048 千円/ha から 269 千円/ha となるなど、大きく減少している。 

 

図 2-38 事業実施前後の主要作物の機械経費 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

出典：事業計画時 事業計画書（最終計画） 

   事後評価時 九州農政局調べ 
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（３） 維持管理費節減効果 

維持管理費節減効果は、本事業及び関連事業を実施することにより、老朽化した土地改

良施設を廃止・新設することで維持管理費が増減する効果で、事業を実施した場合（事業

ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）の維持管理費を比較し、その増減額

をもって年効果額を算定している。 

事業計画時点（平成 17年）の現況と評価時点（令和６年）の施設の維持管理費を比較す

ると、現況の 4,708,447 千円に対して、事後評価時点では 4,022,986 千円と維持管理費が

減少している。しかしながら、近年の集中豪雨等により施設の維持修繕費が増加したこと

から、計画維持管理費の 3,743,889 千円を上回っている。 

 

図 2-39 事業実施前後の維持管理費 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※事業計画時点の維持管理費は支出済換算係数により現在価に換算した。 

出典：事業計画時 事業計画書（最終計画） 

          事後評価時 九州農政局調べ 
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（４） 災害防止効果 

災害防止効果は、本事業及び関連事業を実施することにより、洪水等の災害の発生に伴

う農作物、農用地、農業用施設等の農業関係資産、一般資産及び公共資産の被害が防止又

は軽減される効果であり、被害の防止又は軽減が図られる区域における資産を対象に、事

業を実施した場合（事業ありせば）と事業を実施しなかった場合（事業なかりせば）の年

被害額を比較して減少すると想定される年被害軽減額をもって算定している。 

 

  ① 湛水被害軽減効果 

本地区では、排水機場は未整備、クリークはあるものの常に満水状態で排水機能が発揮

できない状況による農地や家屋等の広範囲な湛水被害が懸念されることから、本事業及び

関連事業の実施による湛水被害軽減の効果を算定した。 

事業を実施しなかった場合（事業なかりせば）と事業を実施した場合（事業ありせば）

の湛水被害による年想定被害額を比較すると、事業なかりせばの 53,054,314 千円に対し

て、事業ありせばでは 2,643,180 千円と被害額が大きく軽減している。 

 

表 2-40 事業実施前後の湛水被害による年想定被害額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：九州農政局調べ 
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  ② 地盤沈下軽減効果 

本地区では、農業用水として利用している地下水から、本事業及び関連事業によって、

平成 24 年に嘉瀬川ダム等の水源に転換されたことで、地下水の汲み上げに起因する地盤

沈下の影響範囲及び沈下量が減少し、被害が防止又は軽減している。また、白石地区では

平成 13 年に佐賀西部広域水道用水の供用開始による上水道（地下水）の水源転換も相まっ

て、評価時点における地盤沈下による年被害額は 82,583 千円と、事業計画時の計画年被害

額 13,508,093 千円と比較して大きく軽減している。 

 

表 2-41 業実施前後の地盤沈下による年被害額 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：地盤沈下の概況（佐賀県）、九州農政局調べ 
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４．事業効果の発現状況 

（１） 事業目的に関連する効果 

  ① 農業用水の安定供給及び排水不良の解消 

  １）産地の形成 

本事業及び関連事業において、淡水（アオ）取水から筑後大堰の合口取水への切り替え

や筑後川、嘉瀬川ダムでの新規水源の確保、導水路、幹線水路の整備、区画整理等による

用排水系統の再編を実施し、農業用水の安定供給及び排水不良の解消が図られている。ま

た、淡水（アオ）取水や地下水取水では塩分濃度が高いこともあったが、水源の切り替え

により、農業用水の水質改善及び塩害の防止にもつながっている。 

受益者を対象としたアンケートでは、「安定して農業用水が使えるようになった」との回

答が 90％、「用水が安定的に水路に供給されるようになり、農業用水の水質が良くなった」

との回答が 74％であり、農業用水の安定供給、水質の改善について評価されている。 

福岡県及び佐賀県では、小麦、二条大麦、いちご、たまねぎ等が全国的にも主要な産地

となっているほか、水稲では福岡県は「元気つくし」、佐賀県は「さがびより」など県ブラ

ンド米の生産やいちごでは福岡県は「あまおう」、佐賀県は「いちごさん」などブランド化

を推進している。本地区は、水稲を中心に麦、大豆のほか、野菜等を組み合わせた農業経

営を展開する全国有数の農業地帯であり、本地域におけるこれら作物の作付面積が県全体

の４～９割と高い割合を占めており、本事業等により農業用水の安定供給及び排水不良の

解消等が図られたことで、地域の産地形成に寄与している。 

 

図 2-42 用排水系統の再編模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-43 「安定して農業用水が使えるようになった」回答 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国営かんがい排水事業筑後川下流地区 事業誌 

63.4% 26.2% 2.3%

3.0%

5.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「安定して農業用水が使えるようになった」 そう思う

どちらかといえばそう思

う
どちらかといえばそう思

わない
そうは思わない

無回答、複数回答
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図 2-44 「用水が安定的に水路に供給されるようになり、農業用水の水質が良くなった」回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-45 県に占める主要作物の作付割合（令和２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２）水管理の労力軽減 

淡水（アオ）取水では、満ち潮とともに海水が河川水を表層に押し上げる現象を利用

して取水するため、限られた時間内で経験に則して水の塩分濃度を確かめ、ゲートの開

33.1% 40.6% 12.3% 4.6% 9.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「農業用水の水質が良くなった」 そう思う

どちらかといえばそう思

う
どちらかといえばそう思

わない
そうは思わない

無回答、複数回答

出典：農林業センサス」（農林水産省） 

55.2 

49.9 

56.5 

44.8 

50.1 

43.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小麦

大豆

いちご

県に占める主要作物の作付割合（福岡県）

関係市町 関係市町以外

福岡県の主要作物（小麦「ラー麦」・いちご「あまおう」） 

佐賀県の主要作物（二条大麦・たまねぎ） 

出典：農林水産省ホームページ（https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tiho/todouhuken_gaiyou2024.html） 

94.7 

91.9 

93.1 

78.6 

37.0 

5.3 

8.1 

6.9 

21.4 

63.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小麦

二条大麦

大豆

たまねぎ

いちご

県に占める主要作物の作付割合（佐賀県）

関係市町 関係市町以外
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閉を判断し、クリークに取水する必要があり、水管理には多くの労力と技術を要するも

のとなっていた。また、クリークの用水をほ場へかんがいする際には、移動式バーチカ

ルポンプで取水する必要があった。本事業等により、筑後大堰等から安定した取水が可

能となるとともに、区画整理によりクリークに揚水ポンプ、ほ場給水栓が設置されたこ

とで、淡水（アオ）取水がなくなり水管理の労力が軽減されている。 

受益者を対象としたアンケートでは、「水路の管理やほ場内の水管理が容易になった」

との回答が 86％であり、水管理労力の軽減について評価されている。 

 

【事業実施前後のかん水方法の変化】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-46 「水路の管理やほ場内の水管理が容易になった」回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 湛水被害の軽減 

本事業及び関連事業の実施により、不規則な状態で散在していたクリークを区画整理と

一体的に整理統合、直線化するとともに、排水水門の設置や排水断面を広くすることで排

水機能の向上が図られている。また、クリークの管理水位を満水位から田面下１ｍにする

ことにより、地下水位を下げ耕地の汎用化が図られている。また、下げた分の空き容量は

約 2,300 万㎥（福岡県、佐賀県の合計値）あり、洪水を一時貯留し湛水被害の軽減が図ら

れている。 

受益者を対象としたアンケートでは、「台風や大雨時の早期排水で、農作物への湛水被害

が軽減した」との回答が 70％であり、湛水被害の軽減について評価されている。 

57.3% 28.3% 4.0%
2.9%

7.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「水路の管理やほ場内の水管理が容易になった」 そう思う

どちらかといえばそう思

う
どちらかといえばそう思

わない
そうは思わない

無回答、複数回答

＜事業実施前＞ 

バーチカルポンプによるかん水 
＜事業実施後＞ 

ほ場給水栓によるかん水 

出典：国営かんがい排水事業筑後川下流地区 事業誌 
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 図 2-47 平成２年７月豪雨による湛水状況（左）と佐賀平野の湛水状況（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-48 事業実施前後のクリーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-49 親子ゲートによる排水管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国営かんがい排水事業筑後川下流地区 事業誌 

子ゲートで水位を調節し用水を貯留するとともに、平均水位を田面下１ｍ程度と
することで、洪水時に備えた空き容量を確保する。 

※クリークの水位を田面下１ｍに下げた場合の空き容量は、福岡ドーム（176 万㎥）の約８杯
分に匹敵する。 
（「国営かんがい排水事業 筑後川下流地区 完工記念 筑後川下流事業のあゆみ」より） 

出典：国営かんがい排水事業筑後川下流地区 事業誌 

出典：国営かんがい排水事業筑後川下流地区 事業誌 
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図 2-50 「台風や大雨の時に早く排水されるようになって、農作物への湛水被害が軽減した」回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-51 「台風や大雨時に早く排水されるようになって、道路や住宅の浸水被害が軽減した」回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 地盤沈下の防止 

本事業及び関連事業の実施により、白石平野では嘉瀬川ダムに新規水源を確保し、地下

水から地表水へ水源転換を行い、地盤沈下の防止が図られている。 

白石町における受益者を対象としたアンケートでは、「地盤沈下による農地の被害が少

なくなった」との回答が 81％であり、地盤沈下の防止について評価されている。 

 

図 2-52 白石町の「地盤沈下による農地の被害（不等沈下、地割れ）が少なくなった」回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

沈下量と地下水採取量を見ると、平成６年は渇水年のため農業用水の地下水採取量が増

加しており、白石町の沈下量が増加している。 

平成 13 年に佐賀西部広域水道用水が供用開始して水道用の地下水採取量が減少し、平

成 24 年に嘉瀬川ダムが供用開始して農業用水の地下水採取量が減少しており、平成 13 年

以降では白石町の沈下量は安定している。 

  

29.5% 40.7% 12.6% 8.8% 8.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「台風や大雨時の早期排水で、農作物への湛水被害が軽減した」 そう思う

どちらかといえばそう思

う
どちらかといえばそう思

わない
そうは思わない

無回答、複数回答

25.5% 43.5% 13.3% 10.0% 7.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「台風や大雨時の早期排水で、道路や住宅の浸水被害が軽減した」 そう思う

どちらかといえばそう思

う
どちらかといえばそう思

わない
そうは思わない

無回答、複数回答

44.3% 36.5% 13.0%

2.6%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地盤沈下による農地被害軽減の実感（白石町） そう思う

どちらかといえばそう思

う
どちらかといえばそう思

わない
そうは思わない

無回答・複数回答
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図 2-53 代表的な水準点における沈下量の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-54 白石地区の地下水採取量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：令和４年度 地盤沈下の概況（佐賀県） 
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  ④ 農業生産性の向上 

本事業及び関連事業で用水改良、排水改良及び区画の整形・拡大等の農業生産基盤の整

備が実施され、農地集積や規模拡大により、大豆や麦類の生産が拡大するとともに、野菜

類の単収が増加しており、農業生産額の構成割合は米に代わって野菜類の割合が増加して

いる。また、大型機械の導入の進展等に伴い農作業労働時間の節減が図られるなど、農業

生産性の向上につながっている。 

受益者を対象としたアンケートでは、「農作物の生産量が安定した」との回答が 70％、

「水田の畑利用（転作）が容易になった」との回答が 76％、「農地の乾田化や区画整理に

よって大型機械の導入が進んだ」との回答が 81％であり、農業生産性の向上について評価

されている。 

 

【水田畑利用の進展】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-57 「水田の畑利用（転作等）が容易になった」回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：作物統計調査（農林水産省） 出典：九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所調べ 

図 2-55 関係市町の主要作物の作付面積の比較 図 2-56 本地区の作付面積の比較 

328 

9,643 10,140 
11,186

18,240

11,808

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

大豆 小麦 二条大麦

（ha）
主要作物の作付面積

Ｓ50 Ｒ２

40.9% 34.6% 7.8% 5.9% 10.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「水田の畑利用（転作等）が容易になった」 そう思う

どちらかといえばそう思

う
どちらかといえばそう思

わない
そうは思わない

無回答、複数回答

-

5,103 

9,512 

2,920 

8,519 

16,040 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

粗飼料用稲 大豆 小麦

（ha）
本地区の作付面積

事業計画（平成15年） 評価時点（令和６年）
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【農作物の生産性の向上】 

 

図 2-58 「農作物の生産量が安定した」回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-59 本地区の単収の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-60 関係市町の農業産出額の構成割合の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：生産農業所得統計（農林水産省） 

23.8% 46.5% 15.2% 5.5% 9.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「農作物の生産量が安定した」 そう思う

どちらかといえばそう思

う
どちらかといえばそう思

わない
そうは思わない

無回答、複数回答

出典：九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所調べ 

米

50%

麦

3%

豆 類

0%

野

菜

11%

果 実

9%

工芸農作

物

4%

肉 用 牛

1%

乳 用 牛

4%

そ の 他

18%

昭和50年

米

19% 麦

2%

豆 類

3%

野 菜

38%

果 実

12%

工芸農

作物

2%

肉 用 牛

3%

乳 用 牛

3% そ の 他

18%

令和２年

13,282 
13,933 

1,385 
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2,134 
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16,000

18,000

トマト なす ばれいしょ

（kg/10a）
本地区（福岡県側）の単収

事業計画（平成15年） 評価時点（令和６年）
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事業計画（平成15年） 評価時点（令和６年）
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【農作業労働時間の削減】 

 

図 2-61 「農地の乾田化や区画整理によって大型機械の導入が進んだ」回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-62 乗用トラクターの馬力別利用台数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-63 区画整理の進捗と稲作労働時間の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国営かんがい排水事業 筑後川下流地区 完工記念 筑後川下流事業のあゆみ 

89 

14 

10 

64 

1 

22 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｓ50

Ｈ17

乗用トラクターの馬力別利用台数

15馬力未満 15～30馬力 30馬力以上

出典：（世界）農林業センサス（農林水産省） 

50.7% 30.7% 5.7% 5.6% 7.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「大型機械の導入が進んだ」 そう思う

どちらかといえばそう思

う
どちらかといえばそう思

わない
そうは思わない

無回答、複数回答
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  ⑤ 農業経営の安定 

本事業及び関連事業で用水改良、排水改良及び区画の整形・拡大等の農業生産基盤の整

備が実施されたことにより、農業者が減少する中において、個別経営から組織経営が進み、

担い手への農作業委託や農地の利用集積により経営規模が拡大して経営の安定化が図ら

れている。 

受益者のうち経営面積が３ha 以上を対象としたアンケートでは、「経営面積の拡大がで

きた」との回答が 77％であった。また、受益者を対象としたアンケートでは、「農作業の

委託、農地の貸し借りが増えた」との回答が 82％であり、農業経営の安定について評価さ

れている。 

 

【経営規模の拡大】 

 

図 2-64 関係市町の経営規模別経営体数の構成割合の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-65 経営農地面積（事業実施後）別の「経営面積の規模拡大ができた」回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：（世界）農林業センサス（農林水産省） 

10.5%

24.8%

36.8%

40.6%

52.1%

27.0%

41.9%

39.3%

35.6%

25.5%

23.3%

10.5%

10.3%

10.9%

10.6%

21.8%

7.6%

6.8%

5.9%

5.3%

17.4%

15.2%

6.8%

6.9%

6.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2ha未満

2～3ha未満

3～5ha未満

5～10ha未満

10ha以上

経営農地面積（事業実施後）別の経営面積規模拡大の実感

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そうは思わない 無回答・複数回答

1.0ha未満

65.8%

1.0～3.0ha

32.9%

3.0～5.0ha

1.2%

5.0ha以上

0.1%

昭和50年

1.0ha未満

51.0%1.0～3.0ha

30.7%

3.0～5.0ha

6.9% 5.0ha以上

11.3%

令和２年
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【組織経営体の増加及び農地利用集積の進展】 

 

図 2-66 関係市町の組織経営体数の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-67 関係市町の利用権設定面積と利用権設定率の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-68 「農作業の委託、農地の貸し借りが増えた」回答 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：（世界）農林業センサス（農林水産省） 

出典：九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所調べ 

9,851.2 27,538.3

14.1

44.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

Ｈ11 Ｒ２

（％）
（ha）

利用権設定面積及び利用権設定率

利用権設定面積 利用権設定率

39.6% 42.7% 7.1% 3.5% 7.2%
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「農作業の委託、農地の貸し借りが増えた」 そう思う

どちらかといえばそう思

う
どちらかといえばそう思

わない
そうは思わない

無回答、複数回答
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（２） 事業による波及的効果等 

  ① 流域治水対策の取り組み 

本地区では、近年の気候変動に伴い激甚化する豪雨に対して湛水被害を軽減するため、

クリークの先行排水を行い、空き容量を確保することにより、クリークの貯留機能を活か

した洪水調節を行っている。 

本事業及び関連事業の実施により、クリークの整理統合を行うとともに、筑後川左岸、

筑後川右岸、嘉瀬川ダム掛かりの各ブロックにおいて、一元的にクリークの水位監視等が

できるよう水管理システムが整備されたことから、先行排水に係る円滑な操作運用に寄与

しており、クリークの先行排水によって最大で約 870 万㎥の空き容量を確保して更なる湛

水被害の軽減が図られている。 

また、本地域では、田んぼダムにも取り組んでおり、佐賀県内で 2,603ha（令和６年 12

月 20 日時点）で実施され、約 260 万㎥の貯留機能を確保されるなど、クリークの先行排水

と合わせて地域の流域治水対策に取り組まれている。 

 

【クリークの先行排水】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：九州農政局ホームページ「見たい！知りたい！九州農業 2022」 

（https://www.maff.go.jp/kyusyu/kikaku/attach/pdf/mirusiru_2022-49.pdf） 
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【先行排水の取組状況】 

表 2-16 クリーク先行排水実績（令和４年度、令和５年度、令和６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

県名 年度
先行排水
実施回数

令和４年度 ６回

令和５年度 ６回

令和６年度 ８回

令和４年度 ７回

令和５年度 ４回

令和６年度 ９回

佐
賀
県

佐賀市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町、みやき町、大町町、
江北町、白石町

佐賀市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町、上峰町、みやき町、
大町町、江北町、白石町

佐賀市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町、上峰町、みやき町、
大町町、江北町、白石町

久留米市、柳川市、筑後市、大川市、みやま市、大木町

先行排水
取組市町

大牟田市、久留米市、柳川市、筑後市、大川市、みやま市、
大木町

久留米市、柳川市、筑後市、大川市、みやま市、大木町

福
岡
県

出典：九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所調べ 

先行排水イメージ

1.0m
▽先行排水後水位

▽管理水位（田面下1.0ｍ）

管理水位での洪水貯留可能容量

約2,300万㎥（R4～R6の最大値）

総洪水貯留可能容量

約3,100万㎥（R4～R6最大値）

先行排水による洪水貯留可能容量

約870万㎥（R4～R6の最大値）

田んぼダム貯留可能容量

約260万㎥
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【田んぼダムの取組】 

田んぼダムとは、水田の排水口に調整板を取り付けて水田の雨水貯留機能（大雨時に雨

水を一時的に貯留し、時間をかけてゆっくりと下流に流すこと）を強化して、田んぼに「ダ

ム」としての役割を担わせることで、大雨時の周辺の農地・集落や下流域の湛水被害の軽

減を図る取り組みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-69 佐賀県内の田んぼダム取組エリア（令和６年 12 月 20 日時点） 

 

 

 

 

  

出典：佐賀県提供資料        

出典：佐賀県提供資料 

佐賀県内では、令和６年度に 2,603ha（貯留機能：約 260 万㎥）で取り組まれている 
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表 2-17 久留米市の田んぼダム取組状況（令和６年度） 

実施個所 32 か所 

貯水容量 288,000 立方メートル（堰板設置による貯水位を 10 センチメートルとした場合） 

 （25 メートルプールに換算すると約 640 個分） 

実施期間 令和６年６月から令和６年 10月末（大雨・台風が想定される期間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

田んぼダム用堰板の設置状況 

出典：久留米市ホームページ

（https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2060dourokasen/3090ryuiki_pro/4030ryuiki_pro411/2022-

0908-1518-373.html） 

出典：佐賀県ホームページ（https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003108879/index.html） 

田んぼダム実施中ののぼり旗（小城市） 調整板設置状況（佐賀市） 

取組中の田んぼダムの状況 
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  ② 多面的機能の発揮 

本地区のクリークに貯留された用水は、いくつかの関係市町において、火災時の消防水

利として利用されており、佐賀東部土地改良区では消防団と協定を結んでいるほか、大川

市では、令和３年から令和５年に大川市内で起こった火災６件でクリーク内の用水を消防

用水として利用している。 

また、本地区のクリークにおいて、カヌーの体験教室やウォーキングイベントの開催な

ど、様々な活用がされている。 

 

【クリークの消防水利としての利用】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クリークでのカヌーの体験教室としての利用】 

柳川市では、海洋性スポーツを通して水に親しむとともに普及・啓発を目的として、

市内の小学生を対象にカヌー教室を行っており、20 名程度が参加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：佐賀東部土地改良区提供資料 

出典：柳川市提供資料 
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【クリークを活用した親水公園の整備やイベントの開催】 

クリークや田園の持つ多面的な機能を活かした親水公園の整備やイベントの開催など、

地域住民のふれあい空間の創出や地域活性化に寄与している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クリーク・ウォークＩＮ神埼（神埼市など） 

“クリークと地域の歴史を感じる”をテーマに

開催。吉野ケ里歴史公園スタートし、神埼市の櫛

田の市、横武クリーク公園、クリークを網の目状

にめぐらせた姉川城跡などを経由し、本事業で造

成した幹線水路諸富線までの約８km を完歩し、佐

賀平野の成り立ちやクリークの変遷とともにはぐ

くまれてきた農業や集落形成・暮らしを学んだ。 

柳川川下り（柳川市） 

柳川を最も印象づける川下りの風景をつくる美

しい掘割は「水郷柳河（すいきょうやながわ）」

として国の名勝に指定されている。 

昭代ふれあい水路（柳川市） 

横武クリーク公園（神埼市） 

既存クリークを活用して親水公園を整備し、地域

住民が水路に親しむふれあいの場となっている。 

昔のクリークの姿を関連事業により整備し、地

域住民の憩いの場となっている。 

出典：国営かんがい排水事業筑後川下流地区 事業誌 
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（３） 生産基盤を基にした地区内の取り組み 

  ① ６次産業化への展開（農産物の加工） 

本事業及び関連事業の実施により、用水改良、排

水改良及び区画整理等により農業生産基盤条件が

改善されたことから、農業用水の安定供給が可能と

なり、多様な農業が展開されている。 

福岡県では、農林漁業者が生産から加工、販売ま

で取り組む６次産業化は、農林漁業者の所得向上と

ともに、地域経済の活性化や雇用機会の創出につな

がる重要な取り組みであるとし、魅力ある６次化商

品のＰＲと販売拡大を図るため、消費者から高く評

価されている商品や新規性、話題性に優れた商品を

表彰する「ふくおか６次化商品セレクション」を開

催している。 

 

【応募対象者】 

 ・県内農林漁業者 

 ・県内農林漁業者で組織する団体 

 ・県内農林漁業者等と連携し６次産業化を推進している事業者（高校、大学等を含む） 

 

【応募商品】 

 主たる原材料に県産農林水産物を使用した加工品（食品、調味料、飲料、菓子、化粧品

など） 

 

【審査、表彰】 

 ・審査は、審査委員会（学識経験者、バイヤー等で構成）により、第一次審査（書類審

査）、第二次審査（現物審査）を実施 

 ・表彰は、知事賞２点及び特別賞等数点 

 

【受賞商品等への支援】 

 ・県ホームページや WEB メディア、マスコミ等を通じＰＲ 

 ・展示販売会及び各種展示商談会（首都圏での商談会等含む）への出典 

 ・応募商品を掲載したタブロイド紙によるＰＲ 

 ・県知事賞を含む受賞商品（奨励賞及び学生部門を除く）を、福岡県商工会連合会が博

多マルイに開設した「ＤＯＣＯＲＥ（どぉこれ）」ふくおか商工会ショップ」で展示販

売 

 

 

 

  

出典：福岡県ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/6jikashouhin-sec6.html） 

ふくおか６次化商品セレクションチラシ 
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佐賀県では、農産加工、農産直売

所、体験・観光農園、農家レストラ

ン、農家民宿など農村にある資源・

魅力を活かしたビジネスを「農村

ビジネス」と呼び、「さが農村ビジ

ネスサポートセンター」を設立し

て農業者等が地域の農林水産物や

資源・魅力を磨き上げ、農村ビジネ

スの商品力・集客力を高めるよう

な取り組みに対して支援を行っている。 

 

【設立年月】 

 2017 年４月 

【支援内容】 

 １）個別相談 

農村ビジネスを目指す農林漁業者や企業者の相談受付 

 ２）専門家派遣 

相談内容に応じて、加工品開発や販路開拓、事業計画の策定などの専門家（プラン

ナー）を派遣 

 ３）人材育成研修会・異業種交流会等の開催 

農村ビジネスに関する知識や技術を習得するための研修会や、農林漁業者と商工業

者のマッチングを行う異業種交流会を開催 

 ４）試作加工の検討 

農林漁業者等からの要望に応じて、農業大学校等において、加工品の試作を支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：さが農村ビジネスサポートセンターホームページ（https://www.saga-6sapo.jp/） 
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久留米市の６次化商品（久留米産熟成黒にんにく・たまねぎドレッシング） 

出典：久留米市６次化商品ガイドブック 

佐賀市の「いいモノさがし」認定商品（とまとソース/とまとジュース・菜種油） 

出典：佐賀市６次産業認定品「いいモノさがし」 

神埼市の６次化商品（いちごジュレ・えごまプリン） 

出典：香月さんちのいちご畑ホームページ（https://katsuki-farm.com/） 

      えこびと農園ホームページ（https://farm.ecobito.jp/frmDefault.aspx） 

小城市の６次化商品（すりごま/ごま油） 

出典：ふるさとチョイスホームページ 

（https://www.furusato-

tax.jp/city/product/41208?page=16） 

白石町の６次化商品 

（たまねぎドレッシング/れんこんポテトスティック） 

出典：道の駅しろいしホームページ

（https://www.michinoeki-shiroishi.jp/） 
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  ② 地産地消に向けた取り組み 

本事業及び関連事業の実施により、国営幹線水路と一体的に区画整理による暗渠排水工

の施工等により農業生産基盤条件が改善されたことから、排水改良による耕地の汎用化が

図られ、アスパラガスやいちごなど高収益作物の導入が進んでいる。 

地産地消の取り組みとして、福岡県では行政、保健医療 介護、商工業、農林水産業、

教育など幅広い関係者が連携・協力し、県民スローガンのもと、県民ぐるみで食育・地産

地消を推進する「食育・地産地消県民運動」を実施している。 

農産物が豊富な 11 月を「食育・地産地消月間」に設定し、市町村、学校、企業などが月

間に時期を合わせ、食育イベントの開催、飲食店等での地産地消メニューの提供など、さ

まざまな取り組みを実施するなど、県民参加型の運動が展開されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：「いただきます！福岡のおいしい幸せ」ホームページ（https://f-ouen.com/meeting/） 
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佐賀市では、市民に佐賀市で作られた農産物を積極的に買ってもらうことにより佐賀市

の農業・農地を守り、支えていく運動「ファーム・マイレージ運動」を実施している。 

佐賀市と佐賀市特産物振興協議会では地産地消のシンボルマーク”うまさがマーク”を

定め、このマークのシールが付いている野菜・果物を購入できる直売所やスーパー等の協

力店には「のぼり旗」が掲げられ、また、佐賀市の農産物を積極的に提供する飲食店を募

集・ＰＲすることにより、地産地消の促進に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：うまさが王国ホームページ（http://www.umasaga.jp/） 
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本地域内には多くの農産物直売所が点在し、地域で生産された野菜や果樹等の農産物や、

その野菜を素材とした加工品が販売されており、地域の活性化が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＪＡふくおか八女 農産物直売所 よらん野 

ＪＡ産直 土の香りきんりゅう 

出典：さが農村ひろばホームページ（https://saga-nouson.jp/spot/market/854/） 

道の駅しろいし 直売所、カフェ 

出典：道の駅しろいしホームページ（https://www.michinoeki-shiroishi.jp/） 

出典：ＪＡふくおか八女提供 
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平成 22 年４月にオープンした「道の駅おおき」では、大木町や大木町周辺地域で生産され

た野菜やフルーツを販売する直売所や町内産の食材を扱うレストランがあり、初年度の売り

上げは 280,465 千円、来場者数は 289,780 人である。2019 年からの新型コロナ禍により、売

り上げ、来場者数が減少したものの、現在は徐々に回復している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-70 道の駅おおきの売上、来場者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

道の駅おおき 直売所、レストラン 

出典：道の駅おおきホームページ（https://ookimichieki.com/） 

出典：九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所調べ 
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  ③ 食育の取り組み 

食育の取り組みとして、福岡県では体験活動や地域の人材等を活用した食に関する授業、

学校給食への県産農林水産物の導入、保護者・地域に対する出前講座、講演会、資料配布

等による啓発を行うなど、幼児・児童・生徒が望ましい食生活の実践を通して、健全な心

身を培い、豊かな人間性を育んでいけるように、家庭・地域等と連携して食育を推進して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐賀県では、佐賀県の農業や農村の魅力をより多くの方に知り、好きになってもらうた

め、地域の農業や食材、郷土料理に詳しい県内の農業者が「ふるさと先生」となり、地元

の幼稚園や保育所、学校、企業などに出かけて、地域の農産物や郷土料理の調理法、食の

大切さなどを伝える出前講座を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：福岡県食育・地産地消推進計画（福岡県農林水産部食の安全・地産地消課） 

教科等で学習した内容と関連させた

給食の時間における指導 

地域の特産物について生産者から話を聞き 

実際に収穫体験する活動 

味噌づくりと味噌汁づくり体験 玉ねぎ植え付け体験 

出典：さが農村ひろばホームページ（https://saga-nouson.jp/furusato/） 
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  ④ 農産物の輸出の取り組み 

本事業及び関連事業の実施により、導水路、幹線水路、用排兼用水路等の整備により農

業生産基盤条件が改善されたことから、農産物の品質向上や国内外におけるブランド力強

化に向けた取り組みが進められている。 

福岡県では、県産農林水産物の海外への販路拡大

及び海外市場でのブランド力強化を図るため、販売

促進フェアの開催や商談会への出展支援、輸出向け

の生産体制構築に取り組んでいる。 

また佐賀県においても、県産農産物の国内外にお

けるブランド力の更なる向上や生産者の輸出への

取り組み意欲向上と専門機関による輸出支援の強

化、輸出先国の拡大に取り組んでいる。 

さらに、九州地域戦略会議※では、農林水産物の

輸出拡大を図るため、九州・山口各県が一体となっ

て海外での販売促進活動を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-71 主な農林水産物・食品の輸出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典：九州農政局ホームページ（https://www.maff.go.jp/kyusyu/keiei/zigyo/yusyutumap.html） 

農産物販売促進フェアチラシ(令和５年度) 

出典：福岡県ホームページ

（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploa

ded/attachment/214459.pdf） 

※九州地域戦略会議：九州各県、山口県及び（一社）九州

経済連合会で構成。「九州はひとつ」

の理念のもと、九州独自の政策に取

り組んでいる。 

シンガポールでの販売促進フェア 

出典：令和５年度 農林水産白書（福岡県） 

フランスの国際食品見本市での佐賀牛のＰＲ 

出典：「食」と「農」の振興計画 2023（佐賀県） 
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  ⑤ スマート農業の取り組み 

本事業及び関連事業の実施により、農道の整備やほ場の大区画化等により、生産基盤条

件が改善されたことから、大型機械の導入が可能となり、スマート農業が推進されている。  

福岡県では、無人での自動走行が可能なロボットトラクターや農薬散布のための防除用

ドローン、ハウス内の環境を作物の生育に最適な状態に保つ総合環境制御システムなどの

スマート農業機械の導入を支援している。また、高品質・高収量・省力化の実現を図るた

め、デジタルデータを活用した農業経営を行う農業 DX を推進しており、民間企業、先進農

業者、大学、試験研究機関、行政機関など、産学官連携による「福岡県農業 DX 推進協議会」

を開催するとともに、農業 DX 推進フォーラムを通じて、先進事例や課題解決手法の共有を

行う等の取り組みを実施している。 

 

図 2-72 福岡県のスマート農業導入状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また佐賀県では、生産現場が直面する担い手・労働力不足や、生産資材価格高騰下にあ

っても「稼ぐ」農業を推進するため、省力化や低コスト化、収量・品質向上のための技術

開発を進める必要がある等の課題に対応するため、スマート農業の技術の情報収集に努め、

課題解決に向けた技術開発を行うとともに、ロボット、AI、IoT 等の先端技術を活用した

スマート農業を推進している。 

 

図 2-73 佐賀市のスマート農業導入状況(Ｒ４～Ｒ５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 6 6 19 3
2

1 1

93.1

62.2 65.0

115.4

31.4

0.7

18.7

4.0
0

20

40

60

80

100

120

140

0

5

10

15

20

(ha）（件）
スマート農業機器の導入実績（Ｒ４～Ｒ５）（佐賀市）

件数 受益面積

地区名 機器名 数量

GNSS基地局 １箇所

自動操舵システム 11機
江北第２地区

出典：令和５年度 農林水産白書（福岡県） 出典：令和４年度 農林水産白書（福岡県） 

出典：佐賀市提供資料 

表 2-18 江北町のスマート農業導入状況(Ｒ５） 

出典：江北町提供資料 
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表 2-19 スマート農業導入事例（福岡県大川市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-20 スマート農業導入事例（佐賀県神埼市） 
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表 2-21 スマート農業導入事例（佐賀県白石町） 
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  ⑥ みどりの食料システム戦略に対する取り組み 

農林水産省では、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実

現する「みどりの食料システム戦略」を令和３年に策定し、「みどりの食料システム戦略」

の実現に向けて「みどりの食料システム法」が令和４年に制定・施行された。 

同法に基づき、福岡県では県内全 60 市町村と共同で「福岡県環境負荷低減事業活動の促

進に関する基本的な計画」を、また佐賀県では県内全 20 市町と共同で「佐賀県みどりの食

料システム推進基本計画」を、それぞれ令和５年３月にそれぞれ策定し、環境に配慮した

農林水産業の実現を目指している。 

 

表 2-22 みどりの食料システム戦略取り組み事例（福岡県） 
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表 2-23 みどりの食料システム戦略取り組み事例（佐賀県） 
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  ⑦ 優良経営体の事例 

 

表 2-24 営農事例１ 
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表 2-25 営農事例２ 
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表 2-26 営農事例３ 
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表 2-27 営農事例４ 
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表 2-28 営農事例５ 
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表 2-29 営農事例６ 
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表 2-30 営農事例７ 
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表 2-31 営農事例８ 
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表 2-32 営農事例９ 
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表 2-33 営農事例 10 
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（４） 事後評価時点における費用対効果分析結果 
  ① 費用対効果分析 

費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化等に基づき、評価期間 83年（当該事業

の工事期間＋40年）において、本事業に要した費用に加え、関連事業及び受益地域内で

一体的に効用が発揮される施設を含む全ての費用（総費用）と事業効果の発現過程を踏

まえた全ての効果（総便益）から、総費用総便益比を算定した。 

また、効果算定に当たっては、事業計画時点（平成 17 年）は投資効率方式であったこ

とから、効果算定項目が一部変更となった。 

 

表 2-34 費用対効果分析における効果算定項目一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

作物生産効果 〇 〇

品質向上効果 － 〇 効果項目見直し

営農経費節減効果 〇 〇

維持管理費節減効果 〇 〇

営農に係る走行経費節減効果 － －

耕作放棄防止効果 〇

災害防止効果 － 〇

農業労働環境改善効果 －

地域用水効果 － 〇

一般交通等経費節減効果 － －

地籍確定効果 〇 〇

国土造成効果 － －

非農用地等創設効果 － －

水源かん養効果 －

景観・環境保全効果 －

都市・農村交流促進効果 －

国産農産物安定供給効果 〇 効果項目見直し

洪水調節機能効果 〇 効果項目見直し

更新効果 〇 効果項目見直し

地盤沈下軽減効果 〇 〇

安全性向上効果 〇 〇

文化財発見効果 〇 効果項目見直し

公共施設保全効果 〇 効果項目見直し

水辺環境整備効果 〇 効果項目見直し

効果項目
事業計画

（平成17年）
評価時点

（令和６年）
備考

（算定項目の変化理由）
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  ② 費用対効果分析の結果 

 

表 2-35 総費用総便益比及び所得償還率の総括 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

算定式

総費用（現在価値化） ③＝①＋② 7,154,828,377 千円

当該事業による費用 ① 909,701,608 千円

その他費用（関連事業費＋資産価値＋再整備費） ② 6,245,126,769 千円

年総効果（便益）額 ④ 98,977,139 千円／年

評価期間（当該事業の工事期間＋40年） 83 年

割引率 0.04

総便益額（現在価値化） ⑤ 8,238,800,656 千円

総費用総便益比 ⑥＝⑤÷③ 1.15

基準年 令和７年

区　　分 数　　値
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５．事業による環境の変化 

（１） 生活環境の変化 

本事業及び関連事業の実施により、不規則な状態で散在していたクリークを区画整理と

一体的に整理統合するとともに、区画整理により道路や公共施設等の用地を創出し、道路

の新設や拡幅、河川の直線化が行われて、地域の利便性や安全性の向上が図られている。 

また、本事業及び関連事業の実施により、湛水被害の軽減や地盤沈下の防止が図られた

ことで、道路や家屋等への被害の軽減につながっている。 

受益者を対象としたアンケートでは、「水路沿いにガードレールが整備され、安全性が向

上した」との回答が 72％、「農道等が整備され、通勤通学が便利になった」との回答が 75％、

「台風や大雨時に早く排水されるようになって、道路や住宅の浸水被害が軽減した」との

回答が 69％であった。また、受益者のうち白石町居住者を対象としたアンケートでは、「地

盤沈下による道路や宅地の被害が少なくなった」との回答が 80％であり、事業による生活

環境の改善について評価されている。 

 

【区画整理の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国営かんがい排水事業 筑後川下流地区 完工記念 筑後川下流事業のあゆみ 
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図 2-74 「水路沿いにガードレールが整備され、安全性が向上した」回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-75 「農道等が整備され、通勤通学が便利になった」回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-76 白石町の「地盤沈下による道路や宅地の被害が少なくなった」回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-77 「台風や大雨時に早く排水されるようになって、道路や住宅の浸水被害が軽減した」回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34.9% 37.5% 11.0% 7.6% 8.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「水路沿いのガードレール整備で、安全性が向上した」 そう思う

どちらかといえばそう思

う
どちらかといえばそう思

わない
そうは思わない

無回答、複数回答

33.7% 40.9% 11.0% 5.7% 8.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「農道等の整備で、通勤通学が便利になった」 そう思う

どちらかといえばそう思

う
どちらかといえばそう思

わない
そうは思わない

無回答、複数回答

32.8% 46.7% 11.5%

2.5%

6.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地盤沈下による道路や宅地被害軽減の実感（白石町） そう思う

どちらかといえばそう思

う
どちらかといえばそう思

わない
そうは思わない

無回答・複数回答

25.4% 43.6% 13.3% 10.0% 7.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「台風や大雨時の早期排水で、道路や住宅の浸水被害が軽減した」 そう思う

どちらかといえばそう思

う
どちらかといえばそう思

わない
そうは思わない

無回答、複数回答
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（２） 自然環境の変化 

本事業及び関連事業においては、多自然型護岸、緩傾斜護岸の整備のほか、住民が水路

に親しむふれあいの場の整備など環境に配慮した整備が行われ、クリークと水田が織りな

す地域の特徴的な自然環境の保全が図られている。 

受益者を対象としたアンケートでは、「整備された水路の環境美化活動が盛んになった」

との回答が 65％であり、事業により地域での環境美化意識への高まりに伴い地域活動が盛

んとなっていることが伺える。 

 

【環境に配慮した施設の整備状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-78 「整備された水路の環境美化活動が盛んになった」回答 

 

 

 

 

 

 

  

18.5% 46.3% 17.5% 7.2% 10.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「整備された水路の環境美化活動が盛んになった」 そう思う

どちらかといえばそう思

う
どちらかといえばそう思

わない
そうは思わない

無回答、複数回答

既存樹木の活用（保全）や植栽、等による生態系へ配慮した整備 

出典：国営かんがい排水事業 筑後川下流地区 完工記念 筑後川下流事業のあゆみ 

国営かんがい排水事業筑後川下流地区 事業誌 
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【環境美化活動の取り組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

北茂安高域農村環境保全会（みやき町） 

植栽活動 

二俣区自然環境保全会（武雄市） 

大橋地区農地・水・環境保全管理協定

運営委員会（久留米市） 

ゲンジボタルが生息する川周辺の水路

の清掃活動 

蒲原環境保全委員会（八女市） 

非かんがい期の水路清掃 

水路の草刈り 

出典：農林水産省ホームページ（https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/240527.html） 

大詫間農地保全会広域協定運営委員会

（佐賀市） 

農道と水路の間の法面植栽（コスモス

ロード） 

出典：大橋地区農地・水・環境保全管理協定運営委員会（久留米市）提供 

          一般社団法人佐賀市多面広域ネットホームページ（http://saga-kouikinet.jp/） 
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（３） 農業生産環境の変化 

本地区では、用水の確保が不安定な淡水（アオ）取水や大雨のたびに湛水被害が発生す

るなど不安定な営農を余儀なくされていたが、本事業及び関連事業で用水改良・排水改良

が実施されたことで、渇水や洪水への不安感が少なくなっている。 

受益者を対象としたアンケートでは、「渇水や洪水への不安感がなくなった」との回答が

70％、「水路の管理やほ場内の水管理が容易になった」との回答が 86％であり、事業によ

る農業生産環境の改善について評価されている。 

 

図 2-79 「渇水や洪水への不安感が少なくなった」回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.2% 40.2% 11.8% 9.3% 8.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「渇水や洪水への不安感がなくなった」 そう思う

どちらかといえばそう思

う
どちらかといえばそう思

わない
そうは思わない

無回答、複数回答



- 106 - 
 

６．今後の課題等 

 

（１） 近年の異常気象に対応した施設の管理体制 

本事業及び関連事業によりクリークの整理統合を行い、管理水位を田面下１ｍまで低下させた

ことで、大雨の空き容量への一時貯留が可能となり、また、先行排水を行い空き容量を確保する

ことにより、クリークの貯留機能を活かした洪水調整を行っている。 

しかし、近年の気候変動に伴い激甚化する豪雨の増加により、対応する機会が増加してい

る。そのため、異常気象に対応した排水ゲートの開閉システムを構築する必要がある。 

また、現在は排水管理のための各ゲート操作を現地で行っているが、受益者へのアンケートに

おいても施設の遠隔操作を求める意見が出ていることから、操作員の安全性の確保のため、排水

操作のリモート管理の導入を検討する必要がある。 

 

 
（２） 施設の老朽化等への対応及び農業生産基盤の強化 

本事業により造成された土地改良施設の中には、経年劣化等による機能低下が生じている施設

がある。 

筑後川や嘉瀬川ダムなどの水源から各農地まで安定的に農業用水を送水するとともに、既存施

設の故障や破損による維持管理費の増大や二次被害を防止するため、劣化状況に応じた効率的か

つ効果的な長寿命化や耐震化を図る必要がある。 
また、担い手への農地集積を図りつつ、大型機械やスマート農業の導入等のより効率的な生産

体制を構築するため、区画の拡大や農道の拡幅とともに、スマート農業の導入に向けた基地局の

整備など農業生産基盤の強化を図る必要がある。 
 
 

（３） 担い手の育成・確保 

本地域は、かんがい施設を備えた優良農地として、北部九州を代表する農業地帯となっており、

県や市町、ＪＡをはじめとする関係機関の取り組みにより、令和５年度までの４年間に 686 名の

新規就農者がいるほか、新規の農業参入企業などにより、担い手の育成・確保が進んでいる。 

しかし、本地域の 65 歳以上の農業就業人口は 55％（平成 27 年）、また受益者へのアンケート

において、法人組織だが平均年齢が高齢化し将来の運営が見通せないとの意見もあるなど、高齢

化が進んでいる。地域農業の維持と発展を図るため、今後も引き続き関係機関が連携して農業経

営の複合化・法人化等による農業経営の強化、トレーニングファームの整備による新規就農者の

確保など担い手の育成・確保に取り組むとともに、農業の６次産業化、地産地消、農産物の輸出

等の取り組みを進め、地域産業全体の活性化につなげていく必要がある。 

 

 

 


